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「歯科未受診者の口腔状況と健診結果等の関係に関する調査分析」 

 

北海道支部 企画グループ 主任 渡邉 勉                       

北海道医療大学 歯学部 准教授 松岡 紘史、 教授 三浦 宏子 

 

概要 

【目的】 

歯科レセプトによる歯科受診の確認がとれない加入者に対し、事業所を通じて

歯科健診の機会を提供することで、事業所の環境や健診結果との関係、行動変容

につながるかに着目した分析を行い、新たなエビデンスを得て今後の事業に向け

た検討材料とすることを目的とする。 

【方法】 

北海道支部の「健康事業所宣言」事業所の被保険者（204,394 名）の内、

2023 年度に歯科レセプトがなく、歯科健診申込事業所に勤務する被保険者

（22,359 名）を対象とした。 

①歯科健診「申込」に影響する要因、②歯科健診受診券保有者（783名）の中で

歯科健診「受診」に影響する要因を、被保険者・事業所の属性や健診・問診結果の

属性を用いてχ²検定により比較した。また、③歯科健診受診者（425 名）の歯科

健診結果について、各年齢階級等で集計を行い、喫煙と口腔状況の関連性をχ²

検定により性年齢別に比較した。有意水準は 5％とした。 

【結果】 

①歯科健診「申込」割合は、女性、45 歳未満、従業員に対して複数の取組や積

極的発信を行った事業所、健診結果で各種リスクに「非該当」の方が高い。 

②申込者の「受診」割合は、健康経営優良法人認定を受けた事業所が高い。 

③喫煙と口腔状況の関連性については、65 歳未満の女性の喫煙者は、歯周ポ

ケットの形成される割合が高い。働き盛り世代の「40～64 歳」においては、未処置

者の割合が61.04％と全体平均（52.01％）より高い特徴がみられた。 

【考察】 

健康経営優良法人認定や受診しやすい環境づくり等の事業所単位の取組は、

従業員の歯科健診受診への行動変容につながる可能性が示唆された。 

歯科健診受診者のうち、特に、働き盛り世代が、未処置歯保有の割合が高い傾

向にあり、引き続き定期的な歯科健診・歯科治療を促すことの必要性が示された。

喫煙習慣と歯周病の関連については、65歳未満の喫煙する女性に歯周ポケットが

形成される方の割合が高いことから「喫煙と歯周病」に関連する情報をこれらの層

に発信していく必要性が示唆された。 

今後は、歯科健診申込者について、定期受診の行動変容を歯科レセプトにて追

跡調査し、歯科受診習慣等を分析し、事業企画の検討を継続したい。 
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本文 

【目的】 

 北海道支部加入者の特徴として、全国平均より①生活習慣病に直結する健診有

所見率等がおしなべて高いこと（リスク保有率としてメタボリックシンドローム 1のリ

スク 4 位・脂質リスク 3 位・BMI リスク 2 位・喫煙者割合 1 位等）、②医科歯科を

問わず医療費が高いこと（加入者一人当たり医療費全国 3 位）、③入院外及び歯

科の受診率が低いこと等があげられる（表 1～2）。 

（表 1：2022年度 都道府県支部別健診結果の状況） 

 

（表 2：2022年度 都道府県支部別 加入者 1人当たり医療費） 

  

2017 年度より歯周疾患と生活習慣病の関係についての傾向を検討し、その中

で歯科受診状況等について、業態による傾向の違いを認めた。特に業務内容から

定期的な歯科受診に繋がりにくい等の背景要因が想定される運輸業（「道路貨物

運送業」および「その他の運輸業」）に着目した健診結果と歯科口腔状況等に関す

る健康経営参画状況との分析も行ってきた。 

一方で、歯科レセプトの確認がとれない者（以下、「歯科未受診者」と言う。）の口

腔内状況については把握できないという課題があったため、本研究では 2023 年

度歯科未受診者に対して、歯科健診を実施。その結果と健診・問診結果を用いた

分析を行い、新たなエビデンスを得て加入者・事業主の行動変容を促す事業展開

                                                   
1 メタボリックシンドロームのリスクについて： 

腹囲リスクに該当、かつ、血圧・代謝・脂質リスクのうち 2 リスクに該当。 

・腹囲リスク：内臓脂肪面積が 100cm2以上。 

  内臓脂肪面積の検査値がない場合は、腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上。 

・血圧リスク：収縮期血圧 130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上。 

または高血圧に対する薬剤治療あり。 

・代謝リスク：空腹時血糖 110mg/dl 以上。空腹時血糖の検査値がない場合は、 

HbA1c 6.0%以上。または糖尿病に対する薬剤治療あり。 

・脂質リスク：中性脂肪 150mg/dl 以上、またはHDLコレステロール 40mg/dl 未満。 

または脂質異常症に対する薬剤治療あり。 

男女計

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞ

ﾛｰﾑのリスク

保有率

腹囲の

リスク

保有率

血圧の

リスク

保有率

脂質の

リスク

保有率

代謝の

リスク

保有率

喫煙者の

割合

ＢＭＩの

リスク

保有率

中性脂肪

のリスク

保有率

ＨＤＬｺﾚｽﾃﾛｰ

ﾙのリスク保

有率

北海道順位 4位 3位 7位 3位 15位 1位 2位 5位 6位

北 海 道 18.5% 38.6% 50.5% 32.2% 17.2% 35.3% 35.9% 21.2% 4.7%

全 国 平 均 15.9% 35.6% 45.9% 28.6% 15.6% 28.4% 31.4% 19.2% 4.2%

合計 入院
入院外

（調剤を含む）
歯科 入院 入院外 歯科

北海道順位 3位 2位 6位 9位 6位 45位 41位

北 海 道 223,684 64,917 132,160 22,445 110 6,058 1,538

全国平均 204,099 51,943 125,308 21,861 90 6,437 1,736

受診率（件／千人）１人当たり医療費（円／人）
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を企画検討するため、歯科健診申込・受診に影響する要因や健診・問診結果の比

較、歯科健診結果について検証することを目的とした。 

 

【方法】 

北海道支部の「健康事業所宣言」事業所の被保険者（204,394 名）の内、

2023 度に歯科レセプトがなく、歯科健診申込事業所に勤務する被保険者

（22,359 名）を対象とした。（図１） 

①歯科健診申込は事業所にて集約を依頼したことから、申込事業所の被保険者

（22,359 名）の歯科健診「申込」に影響する要因を検討。 

②歯科健診受診券保有者（783名）の歯科健診「受診」に影響する要因を検討。 

③歯科健診受診者（425 名）の歯科健診結果について、各年齢階級等で集計

し、喫煙と口腔状況の関連性を検討。 

①及び②については、被保険者・事業所の属性（性別・年齢階級、健康経営優良

法人認定の有無、歯科健診案内方法、社内の環境づくり）や健診・問診結果（メタ

ボ・腹囲・血圧・代謝・脂質の各リスクや服薬・喫煙歴、運動習慣、食習慣、食べ方、

睡眠）との関連をχ²検定により分析した（有意水準 5％）。 

③については、歯の状態別（現存歯、健全歯、処置歯、未処置歯、欠損歯、欠損

補綴歯など）の本数、未処置歯の保有者数を集計。喫煙有無別の歯周病の状況を

χ²検定により性年齢別に分析した。有意水準は 5％とした。 

 

（図 1：分析対象者） 
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歯科健診は下記の健康診査票（図 2）を用いて実施し、従業員への歯科健診案

内方法や社内の環境づくりの状況は下記のアンケート（図 3）で確認した。 

 

（図 2：歯科健康診査票） 

 

（図 3：歯科健診申込事業所へのアンケート） 
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【結果】 

１．歯科健診申込に影響する要因について 

対象者（「健康事業所宣言」事業所で、2023年度歯科未受診者22,359名）の

歯科健診申込状況について、属性等の状況を表 3に示す。 

（表 3）歯科健診の申込状況（属性別） 

 

上記の対象者の内、健診・問診結果がある者 12,213名の歯科健診申込状況に

ついて、各種リスク、服薬・喫煙歴・問診項目の状況を表 4に示す。 

（表 4）歯科健診の申込状況（健診問診結果別） 

 

※問診項目については、回答があった者のみ集計のため、合計値は一致しない。 
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①年齢、性別、事業所の取組等状況での歯科健診申込の有無 

「女性」「若年層（45 歳未満）」の申込割合が高い。従業員に対する「案内」「勧奨

度合い」「社内の環境づくり」の状況では、複数の取組や積極的発信を行った事業

所の方が、申込割合が有意に高い（表 5）。 

 

（表 5）[検定結果] 歯科健診の申込状況（性年齢・事業所の取組状況別） 

 
②身体の健診結果の各種リスク判定・問診結果別での歯科健診申込の有無 

 身体の健診結果（表 6）では、各種リスクに「非該当」の方、問診（表 7）では「非喫

煙」「咀嚼：なんでも噛める」「食習慣：朝食あり」と答えた方が、申込割合が有意に

高い。 

 

（表 6）［検定結果］歯科健診の申込状況（各種リスク判定結果別）
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（表 7）［検定結果］歯科健診の申込状況（問診結果別） 

 

 

2．歯科健診受診に影響する要因について 

①健康経営優良法人認定の有無での歯科健診受診の有無 

 健康経営優良法人認定事業所の方が歯科健診受診割合が有意に高い（表 8）。 

（表 8）歯科健診の受診状況（健康経営優良法人の認定有無別） 

 

 

②事業所の業態別による歯科健診受診の有無 

 歯科健診受診者の割合が有意に低い業態は「建設業」であった（表 9）。 

（表 9）歯科健診の申込状況（業態別） 

 

 ※業態区分が多いため、表記上、集約して計上しております。 
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3．歯科健診結果の年齢階級別の集計結果について 

 2023年度歯科未受診者の歯科健診結果の集計結果を表 10、図 4 に示す。 

（表 10）歯科健診の受診者数（年齢階級別） 

歯科健診 20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60 歳以上 全体 

受診人数 62 84 124 84 69 423 

（図 4）歯の本数（年齢階級別） 

 

 

 

 

※ DMFT ： 

   う蝕（Decayed）、 

欠損（Missing）、 

充填済み（Filled）の 

歯（Teeth）の合計本数 
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①喫煙と口腔状況の関連性については、65 歳未満の女性の喫煙者は、歯周ポケ

ットの形成される方の割合が高い（表 11）。 

 

（表 11）［検定結果］喫煙と歯周病の該当状況（性年齢別） 

 

 

分析方法 年齢：65歳未満・65歳以上にて区別 

歯周病の状況（CPI）：0：所見なし・1：出血あり・2：歯石あり／ 

            3：ポケットの深さ 6mm未満・4：6mm以上にて区別 
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②未処置歯保有者が、全体の 52.01％となった。年代別にみると、働き盛り世代の

壮年期にあたる「40～64 歳」においては、61.04％と未処置者の割合が全体より

高い特徴がみられた（表 12）。 

 

（表 12）未処置歯の保有状況（年齢階級別） 

  全体 

20 歳 

～ 

29 歳 

30 歳 

～ 

39 歳 

40 歳 

～ 

49 歳 

50 歳 

～ 

59 歳 

60歳以

上 

【再掲】 

40 歳 

～ 

64 歳 

人数 423 62 84 124 84 69 249 

未処置歯 

保有者数 
220 26 44 75 53 33 152 

保有者割合 52.01% 41.94% 52.38% 60.48% 63.10% 47.83% 61.04％ 

 

【考察】 

健康経営優良法人認定事業所や、従業員へ歯科健診受診への働きかけを複数

の方法で勧奨する事業所は、歯科健診申込・受診へとつながりやすい傾向である

ことがわかった。事業所の健康経営の積極的な取組や受診しやすい環境づくり等

の事業所単位の取組は、従業員の歯科健診への行動変容につながる可能性が示

唆された。 

その中で、業態「建設業」は歯科健診受診者の割合が低く、業務繁忙期と本事業

実施時期（7～9月）が重なっていたことが、その一因として考えられる。 

歯科健診受診者のうち、特に、働き盛り世代が、未処置歯保有の割合が高い傾

向にあることから、引き続き定期的な歯科健診・歯科治療を行うことの必要性につ

いて情報発信に努めていく。 

あわせて、喫煙習慣と歯周病の関連については、65 歳未満の喫煙する女性に

歯周ポケットが形成される方の割合が高いことから「喫煙と歯周病」に関する情報

も啓発したい。 

今後は、歯科健診への申込者の属性ごとに、その後の定期受診への行動変容を

歯科レセプトにて追跡調査し、歯科受診習慣などを分析し、引き続き事業企画の検

討を継続したい。 
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「特定保健指導の実施時期と 2cm・2kg 減達成有無による効果の調査」 

 

岩手支部 企画総務グループ 主任 堀内 俊輝 

 

概要 

【目的】 

特定保健指導の実施時期と、腹囲 2cm・体重 2kg 減達成有無により、翌年度の

健診結果の改善幅（特定保健指導の効果）に差があるかを調査し、本調査結果を今

後の特定保健指導の参考資料にする。 

 

【方法】 

1.2023 年度の健診に基づく特定保健指導を最後まで受けた被保険者を、当日実

施グループ（男性507人、女性289人）と後日実施グループ（男性2,050人、

女性 652 人）に分け、それぞれの 2023 年度と 2024 年度の健診時の腹囲及

び体重の改善幅の平均値を性別ごとにｔ検定等で比較する（有意水準 5％）。 

 2.2023年度の健診に基づく特定保健指導を最後まで受け、評価時及び翌年度の

健診時に腹囲 2cm・体重 2kg 減を達成したグループ（男性 211 人、女性 56

人）と達成しなかったグループ（男性 2,229人、女性861人）に分け、2023年

度と 2024 年度の健診時の収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖及び中性脂

肪の改善幅の平均値を性別ごとにｔ検定等で比較する（有意水準 5％）。 

 

【結果】 

1.男女ともに両群間の腹囲及び体重の改善幅の平均値に有意差は認められなか

った。 

 2.男性では腹囲 2cm・体重 2kg 減を達成したグループの方が未達成のグループ

より翌年度の健診時の収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖及び中性脂肪す

べての改善幅の平均値が大きかった。一方、女性では腹囲 2cm・体重 2kg 減

を達成したグループの方が未達成のグループより拡張期血圧のみ改善幅の平

均値が大きかった。 

 

【考察】 

後日実施より当日実施の効果が有意に高いという結果は示されなかったが、腹囲

2cm・体重 2kg 減を達成すると、特に男性では翌年度の収縮期血圧、拡張期血圧、

空腹時血糖及び中性脂肪の改善に有意な差があることが示された。 
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本文 

【目的】 

以下の 1 及び 2 の調査を行い、本調査結果を今後の特定保健指導の参考資料に

する。 

 

1.特定保健指導の当日実施と後日実施では、翌年度の健診時における腹囲及び

体重に関して、特定保健指導の効果に差があるかを調査する。 

2.特定保健指導を受けて、腹囲2cm・体重2kg減を達成したグループと達成しな

かったグループでは、翌年度の健診時における収縮期血圧、拡張期血圧、空腹

時血糖及び中性脂肪に差があるかを調査する。 

 

【方法】 

1.2023 年度の健診に基づく特定保健指導を最後まで受けた被保険者を、当日実

施グループ（男性507人、女性289人）と後日実施グループ（男性2,050人、

女性 652 人）とに分け、それぞれの 2023 年度と 2024 年度の健診時の腹囲

及び体重の改善幅の平均値を性別ごとにｔ検定等で比較する（有意水準 5％）。 

 2.2023年度の健診に基づく特定保健指導を最後まで受け、評価時及び2024年

度の健診時に腹囲 2cm・体重 2kg 減を達成したグループ（男性 211 人、女性

56人）と達成しなかったグループ（男性2,229人、女性861人）に分け、2023

年度と 2024 年度の健診時の収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖及び中性

脂肪の改善幅の平均値を性別ごとにｔ検定等で比較する（有意水準 5％）。 

 

【結果】 

1.特定保健指導の実施時期（健診当日 vs 後日）による比較 

男女ともに両群間の腹囲及び体重の改善幅の平均値に有意差は認められなか

った。 

 

（1）男性 

①Δ腹囲 

   当日実施：平均値 -0.546 cm（SD 3.2020） 

後日実施：平均値 -0.563 cm（SD 3.2561） 

Levene 検定の有意確率 0.699   t 検定 有意確率 0.916 n.s. 

②Δ体重 

当日実施：平均値 -0.545 kg（SD 3.1085） 

後日実施：平均値 -0.433 kg（SD 2.8113） 

Levene 検定の有意確率 0.036 Welch 検定 有意確率 0.456 n.s. 
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（2）女性 

①Δ腹囲 

当日実施：平均値 -0.349 cm（SD 3.1317） 

後日実施：平均値 -0.333 cm（SD 3.8616） 

Levene 検定の有意確率 0.030 Welch 検定 有意確率 0.947 n.s. 

②Δ体重 

当日実施：平均値 -0.633 kg（SD 2.7066） 

後日実施：平均値 -0.345 kg（SD 2.5736） 

Levene 検定の有意確率 0.387   t 検定 有意確率 0.120 n.s. 

 

 

2. 腹囲 2cm・体重 2kg減の達成有無（達成 vs 未達成）による比較 

男性では腹囲 2cm・体重 2kg 減を達成したグループの方が未達成のグループ

より翌年度の健診時の収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖及び中性脂肪すべて

の改善幅の平均値が大きかった。一方、女性では腹囲 2cm・体重 2kg 減を達成し

たグループの方が未達成のグループより拡張期血圧のみ改善幅の平均値が大きか

った。 

 

(1）男性 

①Δ収縮期血圧 

腹囲 2cm体重 2kg減達成：-4.8863 mmHg（SD 12.04659） 

              未達成：-0.2887 mmHg（SD 12.28747） 

Levene 検定の有意確率 0.903  t 検定 有意確率<0.001 *** 

②Δ拡張期血圧 

腹囲 2cm体重 2kg減達成：-3.3839 mmHg（SD 8.46728） 

              未達成：-0.2270 mmHg（SD 8.25859） 

Levene 検定の有意確率 0.232  t 検定 有意確率<0.001 *** 

③Δ空腹時血糖 

腹囲 2cm体重 2kg減達成：-5.2749 mg/dl（SD 26.30789） 

              未達成： 0.7245 mg/dl（SD 24.01467） 

Levene 検定の有意確率 0.136  t 検定 有意確率<0.001 *** 

④Δ中性脂肪 

腹囲 2cm体重 2kg減達成：-49.2370 mg/dl（SD 88.25715） 

              未達成：-19.8093 mg/dl（SD 111.78795） 

Levene 検定の有意確率 0.819  t 検定 有意確率<0.001 *** 
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(2)女性 

①Δ収縮期血圧 

腹囲 2cm体重 2kg減達成：-3.0714 mmHg（SD 12.06928） 

              未達成：-1.3095 mmHg（SD 12.67179） 

Levene 検定の有意確率 0.422  t 検定 有意確率 0.312 n.s. 

②Δ拡張期血圧 

腹囲 2cm体重 2kg減達成：-3.0714 mmHg（SD 8.82117） 

              未達成：-0.6812 mmHg（SD 8.30675） 

Levene 検定の有意確率 0.756  t 検定 有意確率 0.038 * 

③Δ空腹時血糖 

腹囲 2cm体重 2kg減達成：-1.8393 mg/dl（SD 34.53682） 

              未達成： 0.7189 mg/dl（SD 28.81045） 

Levene 検定の有意確率 0.269  t 検定 有意確率 0.525 n.s. 

④Δ中性脂肪 

腹囲 2cm体重 2kg減達成：-27.3214 mg/dl（SD 52.03674） 

              未達成：-18.9001 mg/dl（SD 70.37966） 

Levene 検定の有意確率 0.533  t 検定 有意確率 0.379 n.s. 

 

【考察】 

後日実施より当日実施の効果が有意に高いという期待した結果は示されなかった

が、後日実施と当日実施では、その実施機関の構成に違いがあることに注意する必

要がある。後日実施の実施機関は約 95％が外部委託事業者であり、一方の当日実

施の実施機関はすべてが健診機関である。仮に、同一の実施機関における後日実施

と当日実施の効果を比較することができれば、今回とは異なる結果となる可能性が

ある。 

次に、腹囲2cm・体重2kg減を達成すると、特に男性では翌年度の収縮期血圧、

拡張期血圧、空腹時血糖及び中性脂肪の改善幅に有意な差があることが示された。

「腹囲 2cm・体重 2kg 減を達成すると翌年度の健診結果の改善幅が大きい傾向が

認められた」とする研究報告にも合致するものと考えられる。一方の女性では、拡張

期血圧しか有意差が認められなかったが、サンプル数が少ないことなどが影響して

いる可能性があるため、今後はサンプル数を十分に確保して再度検討してみたい。 
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「プレゼンティーズムと医療費の関連について」 

宮城支部 企画総務グループ 主任 金澤 諒 

                    グループ長補佐 高橋 耕平 

 

仙台白百合女子大学 人間学部 健康栄養学科 教授 鈴木 寿則 

                                研究助手 五十嵐 有香 

東北大学大学院 医学系研究科 公衆衛生学分野 客員教授 辻󠄀 一郎 

 

概要 

【目的】 

プレゼンティーズム（生産性の低下）については、メンタルヘルス不調の他、アレル

ギー、片頭痛、生活習慣病等が要因とされていることが、多くの先行研究において示

されている。これらの要因は、医療費に対する影響も少なくない。そこで、本研究は、

プレゼンティーズムと医療費との関連を調査し、その実態を把握することで、健康経

営に資する事業の実施につなげることを目的とする。 

 

【方法】 

2023年度に実施したアンケート調査に回答した 6,267 人（35～74 歳）のうち、

同年度末まで被保険者資格を継続し、健診を受診した 5,954 人を分析対象者とし

た。アンケートにおける東大1項目版の調査票により「プレゼンティーズム得点」（高い

ほど生産性が高い状態を示す）を算出した。当該得点を四分位に基づき 4 群（Q1：

0-69 点、Q2：70-79 点、Q3：80-89 点、Q4：90-100 点）に分類し、プレゼン

ティーズムと医療費（2023年度の 1 年間）との関連を把握した。 

 

【結果】 

プレゼンティーズム得点の 4 群における一人当たり医療費の平均値は、それぞれ

Q1（最低群）：267,940 円、Q2：231,720 円、Q3：193,930 円、Q4（最高群）：

187,760 円となり、得点が高いほど医療費の平均値は低く、Q1 は Q4 と比較して

80,180円（1.43倍）高かった。一方、一人当たり医療費の中央値は、それぞれQ1：

98,110円、Q2：90,400円、Q3：88,240円、Q4：77,540円となり、得点が高い

ほど医療費の中央値も低く、Q1はQ4と比較して 20,570円（1.27 倍）高かった。 

 

【考察】 

本研究の結果から、プレゼンティーズム得点が高く、生産性が高いほど一人当たり

医療費が低い傾向であることがわかった。今回の結果について、事業主をはじめと

する加入者に広く周知し、健康経営の重要性を発信していきたい。今後は、医療費

データだけではなく、健診結果など、他のデータを組み合わせながら、本研究をさら

に発展させていきたいと考える。 
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本文 

【目的】 

従業員のプレゼンティーズム（生産性の低下）が企業経営に与える経済的損失に

ついては、近年、看過できない問題となっており、経済産業省の調査において、健康

関連の総コストに占めるプレゼンティーズムによる損失は、約 78％に上ることが明ら

かとなっている1（図表 1）。 

プレゼンティーズムの要因については、メンタルヘルス不調の他、アレルギー、片頭

痛、生活習慣病等であることが、多くの先行研究において示されており 1)、これらの

要因は、医療費に対する影響も少なくない。 

本研究は、プレゼンティーズムと医療費との関連を調査し、その実態を把握するこ

とで、健康経営に資する事業の実施につなげることを目的とする。 

 

（図表 1） 

【方法】 

2023 年度に実施したアンケート調査に回答した被保険者 6,267 人（35～74

歳）のうち、同年度末まで被保険者資格を継続し、健診を受診した 5,954 人を分析

対象者として（図表2）、アンケートにおける東大1項目版の調査票2により、「プレゼン

ティーズム得点」3を算出した。プレゼンティーズム得点は、四分位に基づき4群（Q1：

0-69 点、Q2：70-79 点、Q3：80-89 点、Q4：90-100 点）に分類し、次の通

り、プレゼンティーズムと医療費（2023年度）との関連を把握した。 

 

1. 基本特性として、性別、年代別にプレゼンティーズム得点４群の割合を比較した。 

 

2. Q1 群を基準として、各群との医療費の差を比較した。比較にあたって、平均値に

ついては、分散分析による検定を行った後、Tukey-Kramer による多重比較を行

い、中央値については、Kruskal-Wallisによる検定を行った後、Steel-Dwassに

よる多重比較を行った。なお、平均値については、正規分布とならないため、すべて

                                                   
1 経済産業省「企業の健康経営ガイドブック改定第 1版」を用いて作成。 
2 設問は「病気やけががないときに発揮できる仕事の出来を100%として過去4週間の自身の仕事を評価して

ください(1～100％)」として、測定するものである。 
3 「プレゼンティーズム得点」は点数が高いほど生産性が高い状態を示す。 
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の対象者の医療費を一律に+1円とし、対数変換を行ったうえで検定を行った。 

 

（図表 2） 

 

 

【結果】 

 

1. 性別、年齢層別におけるプレゼンティーズム得点４群の割合 

 

性別で比較すると、Q1群とQ2群は男性の割合が高く、Q3群とQ4群は女性の

割合が高かった。また、年代別で比較すると、年代が上がるほどQ3群とQ4群の合

計した割合が高くなった（図表 3）。 

 

（図表 3） 
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2. Q1 群を基準とした各群との医療費の差の比較（2023年度医療費） 

 

（1）プレゼンティーズム得点の四分位別における一人当たり医療費（円）の平均値 

一人当たり医療費の平均値について、Q1 群（最低群）と比較して、Q4 群（最高

群）は、有意に低かった（図表 4）。 

 

（図表 4） 

  

（2）プレゼンティーズム得点の四分位別における一人当たり医療費（円）の中央値 

一人あたり医療費の中央値について、Q1群（最低群）と比較して、Q4群（最高群）

は、有意に低かった（図表 5）。 

 

（図表 5） 
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（3）プレゼンティーズム得点の四分位別における”男女別”一人当たり医療費（円）の

平均値 

一人あたり医療費の平均値について、女性において、Q1 群（最低群）と比較して、

Q4群（最高群）は、有意に低かった（図表 6）。 

 

（図表 6） 

 

（4）プレゼンティーズム得点の四分位別における”男女別”一人当たり医療費（円）の

中央値 

一人あたり医療費の中央値について、男女ともQ1群（最低群）と比較して、Q4群

（最高群）は、有意に低かった（図表 7）。 

 

（図表 7） 
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（5）プレゼンティーズム得点の四分位別における”年代別”一人当たり医療費（円）の

平均値 

一人あたり医療費の平均値について、40 歳代において、Q1 群（最低群）と比較し

て、Q4群（最高群）は、有意に低かった（図表 8）。 

 

（図表 8） 

 

（6）プレゼンティーズム得点の四分位別における”年代別”一人当たり医療費（円）の

中央値 

一人あたり医療費の中央値について、すべての年代において、Q1 群（最低群）と

比較して、Q4群（最高群）は、有意に低かった（図表 9）。 

 

（図表 9） 
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【考察】 

プレゼンティーズム得点が高いほど一人当たり医療費が低い傾向であることがわ

かり、プレゼンティーズムと医療費に関連性があることが示唆された。また、プレゼン

ティーズム得点の傾向から、性別・年代別で生産性に対する自己評価に違いがある

こともわかり、プレゼンティーズムへの対策を行う上では、画一的な対応ではなく、柔

軟な対応が必要であることが示唆された。 

一方で、本研究の限界として、プレゼンティーズムと医療費の因果関係を明らかに

するまでには至らなかった。今後の課題として、相互の影響度合を調査する方法を

検討する必要がある。 

今回の結果について、様々な広報手段により、事業主をはじめとする加入者に広

く周知し、健康経営の重要性を発信していきたい。また、今後は、医療費データだけ

ではなく、健診結果など、他のデータを組み合わせながら、本研究をさらに発展させ

ていきたい。 

 

【参考文献】 

1)武藤 孝司.プレゼンティーイズム－これまでの研究と今後の課題－.産業医学レビ

ュー.2020,Vol.33,no1,p25-57 

 

【備考】 

第61回 宮城県公衆衛生学会において発表。 

 第 11 回 協会けんぽ調査研究フォーラムにてポスター発表。 
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「長距離トラックドライバーの栄養素摂取に関する調査」 

秋田支部 企画総務グループ スタッフ 小池 純平 

       保健グループ    スタッフ 津田 直輝                            

秋田大学大学院 医学系研究科 衛生学・公衆衛生学講座 教授 野村 恭子 

助教 山崎 貞一郎、鄭 松伊、岩倉 正浩 

概要 

【目的】 

2020 年より 4 年間実施したトラックドライバーの睡眠に関する研究にて、不眠症

の有訴率が一般集団より高く、レセプトデータから糖尿病や高血圧症の有病と有意

に関連がある結果となった。協会けんぽ秋田支部加入の運輸業従事者は生活習慣

病リスク保有率が高く、行動変容を促す新たな事業展開を検討するため、食習慣に

着目し、食品及び栄養素摂取の特徴を明らかにすることを目的とした。 

 

【方法】 

解析対象は、協会けんぽ秋田支部加入者を含む秋田県トラック協会所属事業所

（運輸業の他、建設業、サービス業）に勤務する約 9,000 人のうち、自記式質問票に

回答を得られた者とした。ドライバー区分は、4 群に分類し、食品・栄養素摂取量は簡

易型自記式食事歴法質問票より推定された値を用いた。統計解析は共分散分析を

用い、結果変数を各食品や栄養素摂取量、曝露変数をドライバー区分とし、「区分ご

との食品・栄養素摂取量」および「長距離と他の区分との摂取量の差」をそれぞれ推

定した。共変量は、年齢、喫煙歴、飲酒量、身体活動量、BMI、勤務日の睡眠時間な

どとした。共変量の欠損値は多重代入法により代入した。 

 

【結果】 

解析対象数は 1,907 人だった。結果として長距離ドライバーは他の区分と比べ、

年齢がやや若く、現在喫煙者が多く、BMIがやや高く、身体活動量が少ないなどとい

った特徴があった。共分散分析の結果、長距離ドライバーにおいて摂取量が多かった

食品は、そばであり、摂取量が少なかった食品は、魚介類、大豆製品、乳製品、すべ

ての野菜、果物などであった。栄養素については、総摂取カロリーが他の区分と同じ

かやや少なく、炭水化物エネルギー比が高く、たんぱく質・脂質エネルギー比がそれ

ぞれ低かった。 

 

【考察】 

長距離ドライバーの食事は、主食以外の摂取量が少なく、その結果として、カロリ

ー摂取量や塩分摂取量は多くないものの、ナトリウム／カリウム比（ナトカリ比）が高

く、たんぱく質や脂質、ミネラル摂取量などが少ないという特徴があることが分かっ

た。食べ過ぎではなく、心血管疾患リスクを低減するとされる食品や栄養素の摂取が

少ないことが生活習慣病リスク保有率の高さに寄与している可能性がある。 
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本文 

【目的】 

2020 年より 4 年間実施したトラックドライバーの睡眠に関する研究にて、不眠症

の有訴率が一般集団より高く、レセプトデータから糖尿病や高血圧症の有病と有意

に関連がある結果となった。また、国土交通省による「自動車運送事業用自動車事故

統計年報（2024 年版）」」では、トラックドライバーの健康状態に起因する死亡事故

のうち、約 69％が心血管疾患に関する傷病であった。秋田支部に加入する運輸業

従事者は生活習慣病リスク保有率（血圧や腹囲）が高く、行動変容を促す新たな事

業展開を検討するため、食習慣に着目し、食品及び栄養素摂取の特徴を明らかにす

ることを目的とした。 

 

【方法】 

解析対象は、協会けんぽ秋田支部加入者を含む秋田県トラック協会所属事業所

（運輸業の他、建設業、サービス業）に勤務する約 9,000 人へ、２０２４年 9 月に、自

記式質問票を送付し、2,349 人の返送を得た。このうち、女性（50 人）、40 歳未満

（286 人）、非ドライバー（15 人）、ドライバーか不明（27 人）、栄養質問票未回答者

（64 人）を除外した。ドライバー区分は、4 群（長距離[東北外]・短距離［地場・秋田

県内］・中距離［東北］・混合［長距離・それ以外］）に分類し、食品・栄養素摂取量は簡

易型自記式食事歴法質問票より推定された値を用いた。統計解析は共分散分析を

用い、結果変数を各食品や栄養素摂取量、曝露変数をドライバー区分とし、「区分ご

との食品・栄養素摂取量」および「長距離と他の区分との摂取量の差」をそれぞれ推

定した。共変量は、年齢、心血管疾患リスク因子の既往、喫煙歴、飲酒量、身体活動

量、BMI、勤務日の睡眠時間などとした。共変量の欠損値は多重代入法により代入

した。 

 

【結果】 

解析対象数は 1,907 人だった。年齢は平均 54（標準偏差 8）歳、ドライバー区分

は短距離 1,184 人（62%）、中距離 287 人（15%）、長距離 299 人（16%）、混合

137 人（7%）だった。長距離ドライバーは他の区分と比較し、年齢がやや若く、現在

喫煙者が多く、飲酒量が少なく、BMIがやや高く、身体活動量が少ないという特徴が

あった。（表 1） 

共分散分析の結果、長距離ドライバーにおいて摂取量が多かった食品は、そばで

あり、摂取量が少なかった食品は、牛・豚肉、ハム、たまご、魚介類、大豆製品、乳製

品、すべての野菜、きのこ、海草、果物であった。（表 2） 

栄養素については総摂取カロリーが他の区分と同じかやや少なく、炭水化物エネ

ルギー比が高い。タンパク質や脂質、カルシウム・ビタミン類の摂取量は少ないが、ナ

トリウム／カリウム比（ナトカリ比）が高い結果となった。（表 3） 
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（表 1）：対象者の基本特性 （全体及びドライバー区分別） 

 

 

※連続値は平均（標準偏差）で記載。名義変数の割合は欠測値除外後の人数に対す

るもの。 
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（表 2）：食品摂取量の比較 （共分散分析） 

 

 

※単位はすべてg／日、数値は点推定値（95％信頼区間下限、上限）、差の値がマイ

ナス＝長距離の方が少ない。 
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（表 3）：栄養素摂取量の比較 （共分散分析） 

 

 
※単位はすべてg／日、数値は点推定値（95％信頼区間下限、上限）、差の値がマイ

ナス＝長距離の方が少ない。 
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【考察】 

長距離ドライバーの食事は、主食以外の摂取量が少なく、その結果として、カロリ

ー摂取量や塩分摂取量は多くないものの、ナトカリ比が高く、たんぱく質や脂質、ミネ

ラル摂取量などが少ないという特徴があることが分かった。食べ過ぎではなく、心血

管疾患リスクを低減するとされる食品や栄養素の摂取が少ないことが生活習慣病リ

スク保有率の高さに寄与している可能性がある。本研究で明らかとなった傾向をもと

に、運輸業に従事される方々の健康に資する事業を展開していく。 

 

【備考】 

第98回 日本産業衛生学会にて発表。 

第 11 回 協会けんぽ調査研究フォーラムにてポスター発表。 
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「健康宣言による健康リスク等の改善効果分析」 

京都支部 企画総務グループ スタッフ 須藤 朋希 

専門職 山口 真寛、 主任 北島 宏樹 

東京大学 未来ビジョン研究センター 特任教授 井出 博生 

概要 

【目的】 

 協会けんぽ京都支部（以下、「京都支部」)は2016年度より健康宣言事業を開始し、

2023年度末時点で 1,116 社が健康宣言しており、健康講座、健康測定器貸し出し等

のサポートを行っている。直近の健康経営優良法人 2024 では 341 社が認定される

等、健康経営に取り組む事業所は増加しているが、宣言事業所従業員の健康度の改

善に繋がっているかまでは把握できていない。そこで、健康宣言による従業員の健康リ

スク等の改善効果を把握するための分析を行う。 

【方法】 

 2016～2022年度、40歳以上男性の健診・保健指導・問診データを使用し、2016

～2017 年度中に宣言した 235 社(宣言事業所)の被保険者(2016 年度は 8,999

人、2022 年度は 10,153 人)、2023 年 12 月時点で健康宣言していない 13,585 

社(未宣言事業所)の被保険者(2016 年度は 94,504 人、2022 年度は 111,279 

人)を対象とした。メタボリックシンドローム(MetS)、腹囲、血圧、代謝、脂質の各リス

ク割合、特定保健指導初回実施割合、標準的な質問票項目のうち喫煙、運動習慣、食

習慣、飲酒、睡眠習慣から 10 項目を分析した。2016 年度の京都支部被保険者の年

齢構成を基準に宣言事業所、未宣言事業所別に年齢調整後の各リスクの該当者割

合、標準誤差を算出した。また、宣言事業所、未宣言事業所それぞれで 2016 年度と

2022年度の各リスクの該当者割合をχ²検定により比較した。 

【結果】 

 年齢調整割合では、2016 年度から 2022 年度にかけて MetS リスク等の 8 項目

で未宣言事業所と比べて宣言事業所は改善する傾向が見られた。2016年度と2022

年度の比較では、MetS リスク等の 6 項目で宣言事業所と未宣言事業所の変化に違

いが見られ、そのうち 5 項目で未宣言事業所に比べて宣言事業所が改善又は維持し

ていた。 

【考察】 

 年齢調整後の割合では、未宣言事業所に比べて宣言事業所で改善又は維持してい

る指標があること、また、2016年度と2022年度の比較では、未宣言事業所に比べて

宣言事業所で改善又は維持していた指標があることから、健康宣言の効果が表れうる

指標があることが示唆された。京都支部の健康宣言では①健診、②特定保健指導、③

再検査受診勧奨の 3 項目を必須目標としており、特に宣言事業所は特定保健指導初

回実施率が上昇していることが、健診結果等に好影響を与えたと推測される。京都支

部では引き続き健康宣言事業の拡大を図り、加入者の健康づくりサイクルの定着を推

進していきたい。 
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本文 

【背景・目的】 

協会けんぽ京都支部(以下、「京都支部」)は、2016 年度より健康宣言事業を開始

し、2023 年度末時点で 1,116 社が健康宣言を実施している。健康宣言事業では、必

須項目に①健診受診率 100%、②特定保健指導実施率前年度以上、③健診結果に

基づく再検査等の受診勧奨と、任意項目 2 つ以上を設定いただいている。また、京都

支部の独自サポートとして、健康講座、健康測定器貸し出し等の健康づくりサポートを

行っている。 

直近の健康経営優良法人2024では341社が認定される等、健康経営に取り組む

事業所は増加しているが、宣言事業所従業員の健康度改善につながっているかまでは

把握できていない。当分析では、健康宣言による従業員の健康リスク等の改善効果を

把握するための分析を行う。 

 

【方法】 

2016～2022 年度、40 歳以上男性の健診、特定保健指導、問診データを使用し、

2016～2017 年度中に宣言した宣言事業所(2016 年度は 235 社、2022 年度は

245 社)の被保険者(2016 年度は 8,999 人、2022 年度は 10,153 人)、2023 年

12 月時点で健康宣言していない未宣言事業所(2016 年度は 13,585 社、2022 年

度は 17,131 社）の被保険者(2016 年度は 94,504 人、2022 年度は 111,279 人)

を対象とした。(表 1) 
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メタボリックシンドローム(MetS)、腹囲、血圧、代謝、脂質の各リスクの該当者割

合、特定保健指導該当率、特定保健指導初回実施割合、標準的な質問票項目のうち、

喫煙、運動習慣、食習慣、飲酒、睡眠習慣から 10項目を分析した。(表 2) 

 

 

 

はじめに 2016年度の京都支部被保険者の年齢構成を基準に宣言事業所、未宣言

事業所別に年齢調整後の該当者割合、標準誤差を算出した。次に宣言事業所、未宣言

事業所のそれぞれで 2016 年度と 2022 年度の各リスクの該当者割合をχ²検定に

より比較した。 
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【結果】 

年齢調整の該当者割合は、2016年度から2022年度にかけてMetSリスク、腹囲

リスク、脂質リスク、特定保健指導初回実施率、喫煙、30 分以上の運動習慣無し、就

寝前食事、朝食欠食の 8項目で未宣言事業所と比べて宣言事業所では改善又は維持

する傾向が見られた。(図 1・2) 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 



 

33 

 

2016 年度と 2022 年度で各リスクの該当者割合の変化を比較(χ²検定)すると、

MetS リスク、特定保健指導該当率、腹囲リスク、脂質リスク、朝食欠食、飲酒量の 6

項目で宣言事業所と未宣言事業所の間で変化に違いがあり、そのうち飲酒量以外の5

項目で未宣言事業所に比べて宣言事業所が改善又は維持していた。(表 3・4) 
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【考察】 

年齢調整後の割合では、2016 年度から 2022 年度にかけて未宣言事業所に比べ

て宣言事業所で改善又は維持している指標があること、また、2016年度と2022年度

の比較では、未宣言事業所に比べて宣言事業所で改善又は維持していた指標がある

ことから、健康宣言の効果が表れうる指標があることが示唆された。 

京都支部の健康宣言では①健診、②特定保健指導、③再検査受診勧奨の 3 項目を

必須目標としており、特に宣言事業所は特定保健指導初回実施率が上昇していること

が、健診結果等に好影響を与えたと推測される。 

京都支部では引き続き健康宣言事業の拡大を図り、加入者の健康づくりサイクルの

定着を推進していきたい。 
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【備考】 

 第 83 回日本公衆衛生学会にてポスター発表。 

第 11 回協会けんぽ調査研究フォーラムにて口演発表。 
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「健康診断後の未治療者に対するデータ分析に基づく医療機関への受診勧奨」 

京都支部 企画総務グループ 専門職 山口 真寛 

主任  北島 宏樹、 スタッフ 須藤 朋希 

概要 

【目的】 協会けんぽでは健診結果で血圧、血糖、脂質が受診勧奨域かつ未治療の者

(以下、「未治療者」)の医療機関受診率向上を目的に受診勧奨を実施している。京都

支部では効果的な受診勧奨実施のため、データ分析により未治療者の受診時期、属性

(事業所業態・規模・健康宣言等)別の受診率等を把握し、効果的な受診勧奨を進めて

いる。今回はデータ分析により明らかになった未治療者の特徴、及び受診勧奨事業へ

の活用方法を報告する。 

 

【方法】 2023 年 4～9月に生活習慣病予防健診を受診した約 13万人のデータを

使用し、血圧、血糖、脂質が受診勧奨域(血圧:収縮期血圧 160mmHg以上又は拡張

期血圧 100mmHg 以上、血糖:空腹時血糖値 126mg/dl 以上又は HbA1c(NGSP

値)6.5%以上、脂質:LDL コレステロール値 180 mg/dl 以上)を超える、健診受診の

前4か月以内に医療機関を受診していない、かつ健診の問診において服薬無しの者を

未治療者とした。医療機関受診について、レセプト傷病名(ICD10 コード)に高血圧

(I10～15)、糖尿病(E10～14)、脂質異常症(E78)の記載がある者を受診者とした。

受診時期については、健診受診月から 10か月以内の医療機関受診月を分析対象とし

た。未治療者の受診率について、性年齢階級別、事業所業態別、事業所規模別、事業

所の健康宣言有無別にχ²検定による比較を行い、調整済み残差を算出した。 

 

【結果】 受診時期について、健診受診月から 10 か月以内の医療機関受診者のう

ち、全体の約 63%が健診後 3 か月以内に受診した。健診後時間の経過とともに受診

者数は減少するが、協会けんぽから健診後 6 か月目に文書勧奨を実施した翌月の 7

か月目には若干の増加がみられた。業態別の受診率について、男性では不動産・物品

賃貸業、建設業で有意に低く、製造業で有意に高かった。規模別の受診率について、

男性では 10～49 人事業所の受診率が有意に低く、5 人未満、500 人以上事業所で

有意に高かった。健康宣言の有無別の受診率について、男性では未宣言事業所に比

べて宣言事業所の受診率が有意に高かった。 

 

【考察】 受診時期について、健診後 3か月以内の受診者が多いことから、健診後早

期に受診勧奨が可能な健診機関、及び事業主等の役割が重要であることが再認識で

きた。業態別、規模別、宣言有無別に受診率に違いがあることから、様々な事業所の働

き方や特徴が受診率に影響を与えることが示唆された。受診率の低い集団への効果的

なアプローチや、受診率の高い集団の好事例を広く情報発信すること等、未治療者の

更なる受診率向上に取り組んでいきたい。 
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本文 

【背景・目的】 

協会けんぽでは健診結果で血圧、血糖、脂質が受診勧奨域かつ未治療の者(以下、

「未治療者」)の医療機関受診率向上を目的に受診勧奨を実施している。京都支部では

効果的な受診勧奨実施のため、データ分析により未治療者の受診時期、属性(事業所

業態・規模・健康宣言等)別の受診率等を把握し、効果的な受診勧奨を進めている。 

今回はデータ分析により明らかになった未治療者の特徴、及び受診勧奨事業への活

用方法を報告する。 

 

【方法】 

2023 年 4～9 月に生活習慣病予防健診を受診した約 13 万人のデータを使用し、

血圧、血糖、脂質が受診勧奨域(血圧:収縮期血圧 160mmHg 以上又は拡張期血圧

100mmHg 以上、血糖:空腹時血糖値 126mg/dl 以上又は HbA1c(NGSP

値)6.5%以上、脂質:LDL コレステロール値 180mg/dl 以上)を超える、健診受診の

前4か月以内に医療機関を受診していない、かつ健診の問診において服薬無しの者を

未治療者とした。(表 1) 
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医療機関の受診については、レセプト傷病名(ICD10 コード)に高血圧(I10～15)、

糖尿病(E10～14)、脂質異常症（E78)の記載がある者を受診者とした。受診時期に

ついては、健診受診月から 10 か月以内の医療機関受診月を分析対象とした。未治療

者の受診率について、性年齢階級別、事業所業態別、事業所規模別、事業所の健康宣

言有無別にχ²検定による比較を行い、調整済み残差を算出した。解析には SPSS 

StatisticS29 を用い有意水準は 5%とした。 

 

【結果】 

受診時期について、健診受診月から 10 か月以内の医療機関受診者のうち、全体の

約 63%が健診後3か月以内に受診した。健診後時間の経過とともに受診者数は減少

するが、協会けんぽから健診後 6 か月目に文書勧奨を実施した翌月の 7 か月目には

若干の増加がみられた。(図 1) 
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年齢階級別の受診率について、男性では 35～39 歳、45～49 歳で有意に低く、

60～64歳、65～69歳で有意に高かった。女性では45～49歳で有意に低く、50～

54歳で有意に高かった。(図 2) 
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業態別の受診率について、男性では建設業で有意に低く、製造業で有意に高かっ

た。女性では卸売業・小売業で有意に低く、不動産業・物品賃貸業で有意に高かった。

(図 3) 
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事業所規模別の受診率について、男性では 10～49 人事業所の受診率が有意に低

く、5人未満、500人以上事業所で有意に高かった。女性では5人未満事業所の受診

率が有意に高かった。(図 4) 
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健康宣言の有無別の受診率について、男性では未宣言事業所に比べて宣言事業所

の受診率が有意に高かった。女性では同様の傾向が見られたが、有意差はなかった。

(図 5) 
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未治療者該当区分別の受診率について、男性では「血糖のみ」「血圧と血糖」に該当

した者が有意に高く、「脂質のみ」に該当した者は有意に低かった。女性では有意な差

が見られた項目はなかった。(図 6) 

 

 
 

【考察】 

受診時期について、健診後3か月以内の受診者が多いことから、健診後早期に受診

勧奨が可能な健診機関、及び事業主等の役割が重要であることが再認識できた。受診

率の低い健診機関に対しては健診結果通知の方法、表現等を工夫いただくこと、受診

率の低い事業所に対しては従業員に対する受診勧奨方法等を工夫することを依頼す

る等の取り組みを強化し、未治療者の受診率向上を図っていきたい。 

業態別、規模別、宣言有無別に受診率に違いがあることから、様々な事業所の働き

方や特徴が受診率に影響を与えることが示唆された。受診率の低い集団への効果的な

アプローチや、受診率の高い集団の好事例を広く情報発信すること等、未治療者の更

なる受診率向上に取り組んでいきたい。 

 

【備考】 

第 98回日本産業衛生学会にてポスター発表 
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「特定保健指導対象者減少率の要因分析」 

奈良支部 企画総務グループ グループ長 濱屋 賢治、 主任 本多 和稔 

       保健グループ    保健専門職 加藤 暁                              

奈良県立医科大学 県民健康増進支援センター 特任教授 冨岡 公子 

概要 

【目的】 奈良支部の特定保健指導対象者の減少率（以下、「減少率」という。）

は、5年連続上位で推移しており、その要因を明らかにし特定保健指導実施時

の一助とすることで、メタボリックシンドローム（以下、「メタボ」という。）

解消者を増やし、加入者の健康増進及び医療費適正化への寄与を目的とする。 

【方法】 ①47 支部の 2022 年度減少率と健診結果・質問票の性別年齢調整平

均値との相関を見る地域相関分析を行い、要因候補をスクリーニングした。②

2022 年度減少率上位 5支部と下位 5支部に分け、2021・2022 年度の健診結果、

質問票、保健指導実施情報、事業所情報データで個人単位の 2群間の多変量解

析を行った。 

【結果】 ①減少率と健診受診率に相関はなく、平均値では男女共に「メタボ」

「血糖」「脂質」「大量飲酒」リスクに負の相関が見られ、特に「血糖」との相

関が強かった。②2 群間の平均値では、下位グループの「BMI」「血圧」「肝機

能」「血糖」の数値が有意に高く、リスク割合では下位グループの「喫煙者」

「運動習慣なし」「朝食欠食」「飲酒量が多い」「生活習慣改善の意思なし」が

有意に高かった。2021 年度では上位グループの「メタボ予備群」「腹囲リスク」

以外のリスク割合が有意に低いが、2022 年度には 2 群間の「腹囲リスク」の

差が縮小した。「飲酒量」「朝食習慣」「歩行速度」「歯の健康」「喫煙」につい

て、望ましい生活習慣の実践者の減少率が有意に高く、健康宣言事業所に勤務

する者、特定保健指導利用者の減少率が有意に高かった。業態別では「複合サ

ービス業」等での減少率が有意に低かった。 

【考察】 集団レベルの減少率向上には血糖コントロールへの対策が有効である。

また、依存性が高く改善が難しい「飲酒量が多い者」「喫煙者」が減少率の差の一

因となっており、職場だけでなく地域ぐるみで改善に向けた取組が必要かつ有効で

ある。その他、下位グループではそれ以外の生活習慣が悪く改善意欲に乏しい者

が多いことが判明し、上位グループでは「少しでも腹囲・体重を減少させる」取組が

減少率向上に寄与した可能性が示唆された。健康宣言を通じた職場の健康意識の

向上、特に事業主主導で特定保健指導を必ず利用するよう促すことが必要かつ有

効である。また、「朝食を食べる」「速く歩く」「１回の飲酒量を減らす」など保健指導

で重点的に指導すべき項目が判明した。 
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本文 

【目的】 

奈良支部の特定保健指導対象者の減少率（保健指導レベルが改善した場合、特

定保健指導対象外となった場合、服薬を開始した場合によるもの。以下「減少率」

という）は、2018、2019 年度に 2 位、その後も 2020～2022 年度に 1 位と、5

年連続して高い結果となっている（2022 年度の減少率は 36.7％、全国平均

34.2％）。 

本研究は、その要因を明らかにし、特定保健指導実施時の一助とすることで、一

人でも多くの方のメタボリックシンドロームを解消し、加入者の健康増進、ひいては

医療費適正化に寄与することを目的とする。 

 

【方法】 

≪Ⅰ.基礎分析≫ 

2021 年度に特定保健指導対象に該当し、2022 年度も健診を受診した者につ

いて、特定保健指導対象者の減少率順位が上位であった 5 支部（合計 96,757

人、以下「上位グループ」という）、減少率順位が下位であった 5 支部（合計

175,221 人、以下「下位グループ」という）に分け、2021、2022 年度の健診結

果、質問票、保健指導実施情報、事業所情報のデータを使用し、統計検定は行わ

ず減少率を比較した。なお、服薬により特定保健指導対象者から外れた影響度を

調べるため、比較項目ごとに 2022 年度における服薬の有無別でデータを確認し

た結果、いずれの項目でも同程度の減少率の差が見られたことから、服薬の有無

が減少率に与える影響は少ないと考えられる。それを踏まえ、以下のデータは服薬

者を含めたものとなっている。 

≪Ⅱ．要因分析≫ 

2022年度の47支部の特定保健指導対象者の減少率と、特定健診・特定保健

指導データ分析報告書（支部ごとの健診結果や質問票結果の性別年齢調整平均

値）のデータとの相関を見る地域相関分析を実施し、減少率の要因候補をスクリー

ニングした。 

その後、上位グループと下位グループに分け、2021、2022 年度の健診結果、

質問票、保健指導実施情報、事業所情報のデータを使用し、比較分析を行った。そ

の際には、個人単位での上位グループと下位グループ間の有意差検定（単変量解

析：平均値はt検定、割合はχ2検定）を実施（性、年齢の有意差がないことを確認）

した。 

また、保健指導レベル改善（メタボリスク改善）の有無をアウトカムとした多変量

解析を実施した。説明変数は 2021 年度の質問票に回答に基づいた生活習慣（飲

酒、喫煙、食べる速さ、食生活、体重の変化、運動習慣、歩行の速さ、咀嚼力、睡眠

休息感、保健指導の希望）、業態、特定保健指導の実施状況、勤務先事業所にお

ける健康宣言の有無とした。アウトカムはメタボ（特定保健指導対象）改善の有無と
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した。一般化推定方程式のポアソン回帰モデルを用いて、メタボ改善ありに対する

調整済み割合と 95％信頼区間を算出した。調整変数は、性、年齢（5 歳階級）、地

域（10 支部）とし、全ての説明変数を同時投入したモデルによって各説明変数の独

立した関連を検討した。また、65 歳を過ぎると積極的支援該当でも動機付け支援

となることから、65歳を迎える者は除外した。 

なお、解析には SPSS.ver24 を使用し、有意水準は 0.05 未満とした。 

 

【結果】 

≪Ⅰ.基礎分析≫ 

① 性別の減少率（図Ⅰ-1）では、上位グループと下位グループの差はない。両グ

ループともに女性が男性の減少率を上回っている（上位グループ：＋6.6％ポイン

ト、下位グループ：+6.0％ポイント）。また、特定保健指導の利用の有無にかかわら

ず、女性が男性の減少率を上回っているが、特に、保健指導を実施しなかった者に

ついて、性別による減少率の差が大きい（上位グループ：+5.9％ポイント、下位グ

ループ：+5.6％ポイント）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 年齢階級別の減少率（図Ⅰ-2）では、いずれの年齢階級においても上位グル

ープが下位グループを上回り、両グループともに、60～64 歳における減少率が

最も高かった（※年齢階級は 2021 年度末年齢で分類。2022 年度に 65 歳到

達等により積極的支援から動機付け支援に変わった者の影響を除くと、減少率

は上位グループで 38.1％、下位グループで 33.9％程度となるが、それでも高

い）。 
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図Ⅰ-１ 性別・特定保健指導対象者減少率

保健指導実施あり 保健指導実施なし
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図Ⅰ-2 年齢階級別・特定保健指導対象者減少率

保健指導実施あり 保健指導実施なし
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③ 事業所規模別の減少率（図Ⅰ-3）では、保健指導を実施した者については、上

位グループで被保険者数 10～29 人、下位グループで被保険者数 30～49 人

の事業所の減少率が最も高く、保健指導を実施しなかった者では、両グループと

もに被保険者数 300人以上の事業所の減少率が最も高かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 業態別の減少率（図Ⅰ-４・5）では、特定保健指導対象者数が多く、全体への

影響度が大きい業態を中心に見ると、特に「社会保険・社会福祉・介護事業」で

4.1%、「機械器具製造業」「総合工事業」「道路貨物運送業」で 3.2％、上位グル

ープが下位グループを上回った。また、両グループともに、「医療業・保健衛生」

「社会保険・社会福祉・介護事業」における減少率が平均よりも高く、「総合工事

業」「道路貨物運送業」「飲食料品以外の小売業」「卸売業」における減少率が平

均よりも低かった。 
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図Ⅰ-3 事業所規模別・特定保健指導対象者減少率

保健指導実施あり 保健指導実施なし
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⑤ 健康宣言有無別の減少率（図Ⅰ-6）では、両グループともに、健康宣言事業所

の減少率が健康宣言未実施事業所をわずかに上回った（上位グループ：

+0.2％ポイント、下位グループ：+0.9％ポイント）。 
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図Ⅰ-4 業態別 特定保健指導対象者減少率
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図Ⅰ-5 業態別 特定保健指導対象者減少率

＜下位グループ＞

16.2% 11.9% 11.3% 7.1%

19.8% 21.1% 24.5% 25.1%

35.9% 33.0% 35.7% 32.1%

0.0%

20.0%

40.0%

上位G 下位G 上位G 下位G

健康宣言あり 健康宣言なし

図Ⅰ-6 事業所健康宣言有無別・特定保健指導対象者減少率

保健指導実施あり 保健指導実施なし
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⑥ 健診結果における各リスク保有率と質問票の各項目（表Ⅰ-1）について、下位

グループの割合が上位グループの割合を 1％ポイント以上上回った項目は、男

性では、「血圧リスク保有率」、「代謝リスク保有率」、「メタボリスク保有率」、「喫

煙率」、「30 分以上の運動習慣がない者の割合」、「朝食を抜いている者の割

合」、「2 合以上飲酒している者の割合」「生活習慣改善意思がない者の割合」で

ある。また、女性では、「血圧リスク保有率」、「代謝リスク保有率」、「喫煙率」「就

寝前に食事を摂っている者の割合」、「朝食を抜いている者の割合」、「2 合以上

飲酒している者の割合」となっている。特に「喫煙率（男性：＋4.5％ポイント、女

性：＋5.7％ポイント）」、「朝食を抜いている者の割合（男性：＋2.0％ポイント、

女性：＋3.2％ポイント）」、「2 合以上飲酒している者の割合（男性：＋3.4％ポイ

ント、女性：＋2.0％ポイント）」で差が大きい。一方、上位グループでは、男女と

もに「メタボ予備群割合」、「歩行速度が速くない者の割合」、「早食いをしている

者の割合」が下位グループを 1％ポイント以上上回っている。 

 表Ⅰ-1 健診結果における各リスク保有率と質問票 

男性 女性 

上位 

グループ 

下位 

グループ 

上位 

グループ 

下位 

グループ 

血圧リスク保有率 64.3% 66.1% 67.3% 68.6% 

脂質リスク保有率 47.3% 48.2% 28.6% 28.5% 

代謝リスク保有率 21.0% 23.0% 17.0% 18.9% 

メタボリスク 35.2% 37.5% 16.9% 17.7% 

メタボ予備群割合 51.2% 47.9% 39.0% 36.4% 

喫煙率 41.2% 45.7% 14.3% 20.0% 

30 分以上の運動習慣がない者の割合 75.5% 77.1% 84.4% 85.1% 

1 日 1 時間以上の歩行または身体活動を行っていない者の割合 63.6% 63.6% 66.4% 66.6% 

歩行速度が速くない者の割合 55.2% 53.7% 66.6% 64.8% 

咀嚼に問題がある（かみにくいことがある ＋ ほとんどかめない）者の割合 20.9% 20.4% 15.8% 16.6% 

早食いをしている者の割合 42.3% 40.5% 35.1% 32.5% 

就寝前に食事を摂っている者の割合 39.6% 38.9% 25.3% 26.4% 

間食をしている者の割合 14.2% 14.4% 29.1% 26.6% 

朝食を抜いている者の割合 31.5% 33.5% 20.6% 23.8% 

毎日飲酒している者の割合 34.6% 34.3% 12.7% 12.8% 

2 合以上飲酒している者の割合 16.8% 20.2% 4.4% 6.4% 

睡眠を十分にとれていない者の割合 34.7% 33.0% 41.8% 41.1% 

生活習慣改善意思がない者の割合 27.6% 28.7% 14.7% 16.8% 

  ※上位グループで色が付いている箇所は、上位グループが下位グループを 

１％ポイント以上上回っているもの 

※下位グループで色が付いている箇所は、下位グループが上位グループを 

１％ポイント以上上回っているもの 
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⑦ 保健指導レベル改善者について、健診結果の各リスクの良好群（良好維持者ま

たは改善あり）と不良群（悪化または改善なし）の割合を算出（図Ⅰ-7・8）。良好

群の割合を見ると、代謝リスク、脂質リスク、血圧リスク、腹囲リスクの順に低くな

っている。このうち、特定保健指導実施有無の影響が大きいのは、腹囲リスクで

あり、実施有無による割合の差は、上位グループで＋3.2％ポイント、下位グル

ープで＋6.4％ポイントとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 保健指導レベル改善者について、質問票の各項目に係る良好群（生活習慣良

好維持者または改善あり）の割合を算出した（図Ⅰ-9・10）。上位・下位グループ

ともに、「咀嚼」、「朝食習慣」、「喫煙習慣」の順に特に割合が大きかった。運動習

慣関連の項目では、「質問票 30 分以上の運動習慣（１回 30 分以上の軽く汗を

かく運動を週 2 日以上、1 年以上実施）」よりも、「歩行または身体活動（日常生

活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1時間以上実施）」や「歩行速度」の

ほうが、良好群の割合が大きかった。また、「早食い」、「飲酒頻度」、「飲酒量」以

外の項目において、特定保健指導を実施した者が未実施者の割合を上回ってお

り、特に「生活習慣改善意思」で 10.7％ポイント、「間食」で 3.5％ポイント、「就

寝前食事」で 3.2％ポイント、「朝食習慣」で 2.8％ポイント上回っている。 

14.4% 13.4%

30.1% 27.0%

52.5% 49.1%

75.8% 76.1%

32.2%
26.8%

24.9% 25.5%

22.5% 23.4%

6.7% 5.8%

46.6%
40.2%

54.9% 52.5%

75.0% 72.5%

82.5% 81.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

保健指導

あり

保健指導

なし

保健指導
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保健指導

なし

保健指導

あり

保健指導

なし

保健指導

あり

保健指導

なし

腹囲リスク 血圧リスク 脂質リスク 代謝リスク

図Ⅰ-8 保健指導レベル改善者における良好群（メタボ関連

リスク良好維持者・リスク改善者）の割合 ＜下位グループ＞

良好維持 改善あり

11.4% 12.1%

30.3% 29.3%

53.5% 49.9%

77.6% 77.7%

31.7% 27.9%

25.7% 26.1%

22.1% 23.8%

6.2% 6.1%

43.1%
39.9%

56.0% 55.3%

75.6% 73.7%

83.8% 83.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

保健指導
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保健指導

なし

保健指導
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保健指導

なし

保健指導

あり

保健指導

なし

保健指導

あり

保健指導

なし

腹囲リスク 血圧リスク 脂質リスク 代謝リスク

図Ⅰ-7 保健指導レベル改善者における良好群（メタボ関連

リスク良好維持者・リスク改善者）の割合 ＜上位グループ＞

良好維持 改善あり
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  また、下位グループにおける良好群の内訳を見ると、上位グループと全体的な

傾向は同じであるが、特定保健指導を実施した者のほうが、「生活習慣改善意

思」で 12.5％ポイント、「朝食習慣」で 4.6％ポイント、「喫煙習慣」で 4.4％ポイ

ント、「30 分以上の運動習慣」と「間食」で 2.7％ポイント、未実施者の割合を上

回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 協会保健師・管理栄養士による特定保健指導において、目標設定数別の減少

率（図Ⅰ-１１）を見ると、目標設定数が 2 個のほうが、減少率が高い（上位グルー

プ：＋1.4％ポイント、下位グループ：＋1.3％ポイント）。 
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図Ⅰ-10 保健指導レベル改善者における良好群（生活習慣良好維持者・リスク改善者）の割合

＜下位グループ＞

良好維持 改善あり
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図Ⅰ-9 保健指導レベル改善者における良好群（生活習慣良好維持者・改善者）の割合

＜上位グループ＞

良好維持 改善あり
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図Ⅰ-11 目標設定数別（協会保健指導実施分）

特定保健指導対象者減少率
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≪Ⅱ．要因分析≫ 

（１）地域相関分析 

① 健診受診率が低い地域の健診受診者は健康意識が高い者が多い可能性があ

るため、特定保健指導対象者の減少率と健診受診率の相関（図Ⅱ-1）を確認し

たところ、Peason の相関係数が-0.210（P=0.157）、Spearman の相関係

数が-0.202（P=0.172）であり、相関はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特定保健指導対象者の減少率と健診結果や質問票結果の年齢調整平均値の

相関関係（表Ⅱ-１）を確認したところ、男女ともに「メタボリスク」「血糖リスク」「脂

質リスク」「大量飲酒リスク（毎日 2 合以上または時々3 合以上）」に負の相関が

見られ、そのうち、特に、「血糖リスク」との相関が強かった。また、「食事速度が速

い」とは正の相関が見られた。 

男性のみで地域相関があったのは「血圧リスク」と「飲酒量 3 合以上」、女性の

みでは「喫煙」であった。 

   

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-1 減少率と健診受診率の地域相関 
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※グレーになっているものが有意な相関があったもので、枠で囲まれているもの

は男性のみ・女性のみ有意な相関があったもの 

 

（２）上位グループと下位グループの 2群間の有意差検定 

① 2群間の平均値の差の検定（t-検定）を行った結果（表Ⅱ-2）、下位グループは

上位グループと比べて「BMI」、「血圧」、「肝機能」、「血糖」の数値が有意に高い

ことが分かった。また、2 群間の割合の差の検定（χ2 検定）を行った結果（表Ⅱ

-3）、下位グループは上位グループと比べて「喫煙あり」、「運動習慣なし」、「朝

食抜き」、「飲酒量が多い」、「生活習慣改善の意思なし」の者が有意に多いこと

が分かった。 

② ベースラインとなる 2021 年度の状況について、上位グループは下位グループ

に比べ、「腹囲リスク」と「メタボリック予備群」が有意に多いが、それ以外のリス

クは有意に低かった。2022 年度には上位グループと下位グループでの「腹囲リ

スク」の差がなくなっており、上位グループでの腹囲減少の取組（減量等）の成果

の可能性が示唆された。（表Ⅱ-4） 

また、「腹囲」と「体重」に関して、「腹囲 2cm 以上＆体重 2kg 以上減少した

者」は上位・下位グループともに同程度の割合であるが、上位グループでは「腹

囲 1cm 以上 2cm 未満＆体重 1kg 以上、または、腹囲 1cm 以上＆体重 1kg

以上 2kg未満減少」した人の割合が有意に高かった。（表Ⅱ-5） 

 

 

 

 

表Ⅱ-1 減少率と健診・質問票結果の年齢調整平均値の相関 
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※N数が大きいため、P値は0.001未満を有意差ありとして、P<0.001のもの

をグレーにした。 

表Ⅱ-2 上位グループと下位グループの 2 群間の平均値の差の検定（t 検定） 



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※＊は望ましくない生活習慣（値が高いと良くない）で統一 

    P<0.001 を有意差ありとして、下位グループで有意に高いものをグレーに、 

上位グループで有意に高いものを黒塗り（文字は白）にした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅱ-3 上位グループと下位グループの 2群間の割合の差の検定（χ2検定）：抜粋 

表Ⅱ-4 リスクに関するベースラインと 2年目の状況について 
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解析対象者は上位グループが 95,344 名、下位グループが 175,261 名 

 

（３）個人単位での分析（多変量解析） 

① 質問票の各項目について多変量解析を実施した結果（表Ⅱ-6）、「飲酒量」、

「朝食習慣」、「歩行速度」、「喫煙」について、望ましい生活習慣を実践している

者のほうが、また、「歯の健康」が良好な者のほうが、有意に特定保健指導対象

者減少率が高かった。 

② 健康宣言事業所に勤務する者は、宣言していない事業所に勤務する者と比

べ、減少率が有意に高かった。（図Ⅱ-2） 

③ 特定保健指導を受けた者は、受けなかった者よりも減少率が有意に高かった。

また、初回面談を直営の保健指導者が行い、継続的支援を業務委託先事業者

にリレーする形で実施するのが、最も減少率が高かった。（図Ⅱ-3） 

④ 業態別調整済み減少率について、全体の中間に位置する「社会保険・社会福

祉・介護事業」を基準とした場合、「複合サービス」、「木製品・家具等製造業」、

「職別工事業」、「総合工事業」において有意に低かった。一方、「飲食店」、「医療

業・保健衛生」、「機械器具製造業」において減少率が有意に高かった。（図Ⅱ

-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅱ-5 腹囲と体重に関するベースラインから2年目の改善状況について 

表Ⅱ-6 質問項目別調整済み減少率：有意差のあった箇所のみ抜粋 
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図Ⅱ-2 健康宣言の有無別調整済み減少率 

P = 0.023 

図Ⅱ-3 特定保健指導の実施状況別調整済み減少率 

P<0.001 

P<0.001 
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【考察】 

≪Ⅰ.基礎分析≫ 

上位グループ・下位グループともに、健康宣言事業所における特定保健指導対

象者の減少率が高いこと、質問票で生活習慣改善意思があると回答した者の減少

率が高いことを踏まえると、引き続き健康宣言事業所数の拡大とともに、加入者及

び事業主の健康づくりに係る意識の向上、特定保健指導の利用を推進していくの

が有効である。なお、効果的に全体を底上げしていくには、対象者数が多く、かつ

減少率が低い「総合工事業」等の業態に対し、コラボヘルスを活用しながら優先的

に取組を進めることが重要と思料する。 

保健指導レベル改善者について、「喫煙習慣」「飲酒量」に係る良好群の割合が

図Ⅱ-4 業態別調整済み減少率（＊＜0.05、＊＊＜0.001） 

 

** 

** 

* 

* 
* 

* 

* 

基準 
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大きく、特定保健指導レベルの改善への影響が大きい項目でありながらも、行動変

容に繋げるのが非常に難しい実態がある。また、「喫煙習慣」「飲酒量」ほど特定保

健指導レベル改善への影響度は大きくないが、食事習慣に関する項目において

は、「咀嚼力を保つ」「就寝の２時間以上前に食事を済ませる」習慣が重要であるこ

とが分かり、上位グループと下位グループを比較すると、特に「朝食を食べる」習慣

を付けることは特定保健指導レベル改善にも繋がりやすいのではないかと考えら

れた。 

「運動」や「間食」に係る良好群の割合は他の項目よりも小さいが、特定保健指

導の効果が認められ、保健指導により行動変容に繋がりやすいことが示唆された。 

また、特に、特定保健指導を実施することで、より「生活習慣改善意思」を高める

だけでなく、行動変容及び保健指導レベル改善に繋がることが判明した。 

以上を踏まえ、行動変容に繋がりやすい項目を意識しながら特定保健指導を実

施するとともに、「喫煙習慣」や「飲酒習慣」といった改善しにくい項目についても、

生活習慣改善意思を引き出す機会を増やす観点から、事業主や健診機関、地域、

業界団体等と連携した加入者への働きかけ及び特定保健指導を推進していくこと

が重要である。 

 

≪Ⅱ．要因分析≫ 

① 地域相関分析結果からは、男女ともに特に「血糖リスク」との相関が強いことが

分かり、集団レベルの特定保健指導対象者の減少率向上には、血糖コントロー

ルへの対策が有効であると考えられた。また、男性では「血圧コントロール」、女

性では「喫煙」への対策が必要かつ有効と考えられた。 

下位グループは上位グループよりも、依存性が高く生活習慣の改善が難しい

「飲酒量が多い者」と「喫煙者」の割合が大きく、特定保健指導対象者の減少率

の差の一因となっていると考えられた。家族や友人で飲酒・喫煙者が多いと改善

は進みにくいため、職場だけでなく地域ぐるみで改善に向けた取組が必要かつ

有効である。 

なお、「食べる速さ」については主観的な回答で、よりデータの精度を検討する

必要があり、飲酒・喫煙対策よりも優先すべき対策ではないと思料された。 

② 上位グループと下位グループの 2 群間の有意差検定の結果からは、下位グル

ープは上位グループに比べ、「喫煙者」、「運動習慣なし」、「朝食欠食」、「飲酒量

が多い」、「生活習慣改善の意思なし」の者が有意に多かったことから、地域相関

分析で同定された飲酒や喫煙だけでなく、それ以外の生活習慣や改善意欲も良

くない者が多いことが分かった。 

また、上位グループでは、腹囲 2cm 以上＆体重 2kg 以上減少に至らなくて

も、「少しでも腹囲を減少させる」取組みの成果が減少率向上に繋がった可能性

がある。 

③ 多変量解析結果からは、明らかに特定保健指導を受けることで保健指導レベ
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ルの改善に繋がることが判明したため、特定保健指導の利用を増やすことが重

要である。 

また、事業所に「健康宣言」エントリーを推進し、職場の健康意識を高めていく

ことが効果的であることが分かった。その中でも、事業所として「特定保健指導を

受けさせる」取組みを必ず実施してもらうことが必要かつ有効である。 

   また、個々の保健指導において、重点的に指導するべき項目が判明した。「朝

食を食べる」、「速く歩く」、「咀嚼力の保持のため、定期的に歯科検診を受ける」、

「１回の飲酒量を減らす」、「職場ぐるみの禁煙対策・支援の実施」などである。な

お、「間食の頻度を減らす」「よく噛んで食べる（食べる速さ）」に関しては、今回有

意差は確認されなかったが、先行研究においてメタボリスクとの関連性が報告さ

れており、行動変容に繋げやすい項目であることから、今後はこれらに着目した

取り組みも進めていきたい。 

そして、対象者数が多く減少率が有意に低かった「複合サービス業」「職別工

事業」「総合工事業」の業態については、業態独自の働き方をより理解分析し、そ

の働き方に合わせた保健指導を導き出し標準化する必要があるのではと考えら

れた。 

 

【備考】 

第84回日本公衆衛生学会総会で発表 
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「喫煙にかかる職場の健康づくりの取組に関する効果研究」 

 

和歌山支部 企画総務グループ グループ長 中嶋 暁生 

                     スタッフ   桑田 ゆりえ 

 

概要 

【目的】 

協会けんぽ和歌山支部では事業主とのコラボヘルスによる健康宣言事業を推進

しているが、今回は取組の効果が喫煙者数の割合（喫煙率）として数値で明確に分

かる「喫煙にかかる職場の健康づくり」の取組に着目した。健康宣言事業所に対し、

「喫煙にかかる職場の健康づくり」の取組実施の有無について確認を行い、その結

果、被保険者の喫煙者数にどのような効果をもたらしているかを分析し、今後の健

康宣言事業所に対する効果的なアプローチ方法を検討する基礎資料とする。 

 

【方法】 

健康宣言事業所に対し、2023年度に「Ⅰ：喫煙者を減らす取組」と「Ⅱ：受動喫煙

防止対策」の2つの取組の実施有無について確認を行った。回答があった641事業

所の同年度の健診受診者 28,062 人について、Ⅰ・Ⅱの両方を行っている事業所

（A 群）、それ以外の事業所（B 群）に対象者を分類し、喫煙者数の割合についてχ²

検定を行った（有意水準 5％）。また、事業所の規模別・業態別にも同様に分析した。 

 

【結果】  

A群は 115 事業所・4,452 人、B群は 526事業所・23,610 人であった。 

両群の喫煙者数の割合は、A：25.9％、B：27.6％と、Ⅰ・Ⅱ両方の取組を行って

いる事業所の方が有意に低かった。一方、事業所規模別・業態別では、前述の傾向

が有意ではない規模・業態も有った。 

B 群の内訳は、ⅠまたはⅡのみ実施している事業所が最も多く（441 事業所）、

Ⅰ・Ⅱどちらの取組も行っていない事業所の割合は規模が小さくなるほど多かった。 

 

【考察】 

分析結果から、「喫煙者を減らす取組」と「受動喫煙防止対策」の 2 つの取組を行

っている事業所は喫煙者数の割合が有意に低いことが確認できた。また、どちらの

取組も行っていない事業所は小規模事業所ほど多いことが確認できた。今後は、上

記2つの取組の実施について、事業所への働きかけを行って取組事業所を増やして

いくとともに、更なる分析を行い今後の健康宣言事業を推進したい。 
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本文 

【目的】 

 協会けんぽ和歌山支部では事業主とのコラボヘルスによる健康宣言事業を推進し

ているが、今回は取組の効果が喫煙者数の割合（喫煙率）として数値で明確に分か

る「喫煙にかかる職場の健康づくり」の取組に着目した。健康宣言事業所に対し、「喫

煙にかかる職場の健康づくり」の取組実施の有無について確認を行い、その結果、

被保険者の喫煙者数にどのような効果をもたらしているかを分析し、今後の健康宣

言事業所に対する効果的なアプローチ方法を検討する基礎資料とする。 

 

【方法】 

1．調査対象 

当支部の健康宣言事業所 874 事業所に対し、職場の健康づくりに関する質問を

行い 683 事業所から回答を得た。その内、健診結果データが無い 42 事業所を除

いた 641 事業所の健診受診者 28,062 人を対象とした。 

 

2．事業所への質問 

（1）質問様式 

当支部にて職場の健康づくりの取組30項目を示し、2023年度に取り組んだ

項目に〇を記入、取組をしていない項目は無記入と回答する様式を上記 1．調

査対象の事業所に送付 

（2）送付時期 

2024年 3月 18日 

（3）喫煙に関する項目 

Ⅰ：禁煙キャンペーンや禁煙手当の支給など喫煙者を減らす取組を行う 

Ⅱ：事業所内で受動喫煙防止対策を行う 

 

3．分類・分析方法 

上記喫煙に関する項目「Ⅰ：喫煙者を減らす取組」と「Ⅱ：受動喫煙防止対策」につ

いて、①Ⅰ・Ⅱの両方を行っている事業所を『積極事業所』、②ⅠまたはⅡのみ行っ

ている事業所を『通常事業所』、③Ⅰ・Ⅱのどちらも行っていない事業所を『消極事

業所』と分類し、喫煙者数、喫煙者数の割合（喫煙率）を比較した。 

 その上で、①をA群、②＋③をB群として、両群間でχ2検定（有意水準5％）を行

った。 また、事業所の規模別・業態別についても同様に分析した。 
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【結果】 

1．取組数と喫煙率の関係 

A 群は 115 事業所・4,452 人、B 群は 526 事業所・23,610 人であった。両群

の喫煙者数の割合は、A 群：25.9％、B 群：27.6％と、Ⅰ・Ⅱ両方の取組を行って

いる事業所の方が有意に低いことが確認できた。（図表 1） 

 

（図表 1） 

◆分析対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ χ2検定の結果 

 

 

 

 

 

2．事業所規模別の分析結果 

事業所規模別（事業所数）を分析すると、消極事業所の割合において事業所の規

模が小さいほど多く、「1～9 人」で有意に多いことが確認できた。また、積極事業所

の割合においては、事業所の規模による有意な差は確認できなかった。（図表 2） 

 

（図表 2） 

 
***：p<0.001 、 **：p<0.01 、 *：p<0.05 、 n.s.：p≧0.05  

→ A群 

B群 

* 

*：P＝0.024 
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事業所規模別（被保険者数）に分析すると、喫煙率は、事業所の規模によって差

が有り、「50 人以上」の事業所がやや低いことが確認できた。また、同じ規模で比較

すると、積極事業所の喫煙率が有意に低いのは「10～49 人」の事業所であった。

（図表 3） 

 

（図表 3） 

 

 

 

3．業態別の分析結果 

業態を大分類で分類し、業態別（事業所数）に分析すると、積極事業所・消極事業

所の割合ともに、 業態による有意な差は確認できなかった。（図表 4） 

 

（図表 4） 

  
 

 

*** ：p<0.001 

 ** ：p<0.01 

  * ：p<0.05 

n.s.：p≧0.05  
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業態別（被保険者数）に分析すると、喫煙率は業態間で大きな差が有り、建設業

は高く、卸売小売や医療福祉は低いことが確認できた。また、同じ業態で比較する

と、積極事業所の喫煙率が最も低い業態が多いが、例外（製造業）が有ることも確認

できた。（図表 5） 

 

（図表 5） 

 

 

 

【考察】 

以上のことから、喫煙率は、①積極事業所 25.9％、②通常事業所 27.5％、③消

極事業所29.5％であり、喫煙に関する取組数が多いほど低い傾向であり、χ²検定

の結果、積極事業所（A 群＝①）は、それ以外の事業所（B 群＝②+③）よりも喫煙

率が有意に低いことが確認できた。 

一方、事業所規模別・業態別の分析結果からは、前述の喫煙率の傾向が有意で

はない規模・業態が有ることが確認できた。 

喫煙に関する項目の取組事業所数においては、②通常事業所が最も多く、③消

極事業所の割合は事業所規模が小さいほど多いことが確認できた。 

今回の分析結果を受けて、「喫煙者を減らす取組」・「受動喫煙防止対策」の実施

について、事業所への働きかけを行って取組事業所を増やしていくとともに、更なる

分析を行い今後の健康宣言事業を推進したい。 

 

【備考】 

第 11 回 協会けんぽ調査研究フォーラムにてポスター発表。 

 

  

*** ：p<0.001 

 ** ：p<0.01 

  * ：p<0.05 

n.s.：p≧0.05  
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「傷病手当金受給者における前年の健診状況について」 

 

広島支部 企画総務グループ 主任 新谷淳介、 三枝愛理                             

概要 

 

【目的】 

 協会けんぽ広島支部では、2023 年度において、被保険者約 65 万人のうち約 2 万

人が傷病手当金（傷手）を受給し、会社を休職している。そこで、2023 年度傷手受給

者における 2022 年度の健診受診状況や健診結果から、傷手受給に至りやすい傾向

を探ることを目的として本研究を実施した。 

 

【方法】 

 広島支部の35歳以上被保険者を男女別に、二項ロジスティック回帰分析にて検証し

た（有意水準は p<0.05）。解析には SPSS Ver.29 を使用した。 

 

【結果】 

①男女とも、健診未受診群の方が、翌年度の傷手受給者の割合が有意に高かった。 

②男女とも、「循環器系の疾患」では、前年の血圧値が「服薬なし特定保健指導対象

域」「服薬なし医療機関受診勧奨域」該当者で傷手受給者の割合が有意に高かった。 

また、「睡眠習慣要改善者」は「精神及び行動の障害（男女とも）」等の複数の疾病

で、「喫煙者」は「新生物（男性）」や「循環器系の疾患（女性）」でオッズ比が有意に 1 よ

り大きかった。 

 

【考察】 

 健診を受診することで、早期の生活習慣改善や治療開始につながり、休職を予防で

きた可能性が考えられる。また、傷病によって、医療機関の受診や生活習慣の改善等、

異なるアプローチが休職の予防に有効である可能性が示唆された。 

 本分析結果を事業所に周知し、健康経営の取組の一環として、医療機関の受診勧奨

や喫煙対策、睡眠習慣改善等に向けた職場環境の整備を促していくとともに、健康経

営の取組が休職に与える影響の分析等、より効果的な休職予防の方法を探っていきた

い。 
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本文 

【目的】 

 広島支部では 2023 年度、被保険者約 65 万人のうち約 2 万人（被保険者の 3％）

が傷病手当金を受給している。傷病手当金受給者は、傷病によって長期休職が必要と

なるケースもある。また、長期休職は会社にとって人材不足のリスクとなり得る。  

 広島支部の 2023 年度の傷病手当金受給者の構成割合は、「精神及び行動の障

害」、「感染症及び寄生虫症」が多数を占めている（図 1）。 

 また、平均受給日数は、「精神及び行動の障害」で最も長く、男性 222.2 日 女性

207.2 日との結果であった（図 2）。 

 そこで、傷病手当金受給者の前年度の健診結果から、傷病手当金受給に至りやすい

傾向や、休職を予防するための事業に資する情報を明らかにすることを目的とした。 

 

 

（図 1） 傷病手当金受給者の構成割合 （上位 10傷病） 
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(図 2)平均受給日数（起算日から申請の受給末日までの期間） 

 

 

 

【方法】 

多変量解析（二項ロジスティック回帰分析）にて検証（有意水準は P＜0.05）。解析

には SPSS Ver.29 を使用した。 

 

 ① 2022-2023 年度に連続で加入している広島支部の 35 歳以上の被保険者（男

女別）を対象として、「2023 年度における傷病手当金（全傷病）の受給の有無」を目的

変数とし、「2022 年度における健診の受診有無」、「年齢（１０歳階級）」、「事業所規模

（5人未満～500人以上）」を説明変数として同時投入した。 

 

 ② 2022年度に健診を受診した広島支部の35歳以上の被保険者（男女別）を対象

に、「2023 年度における傷病手当金（疾病分類別）の受給有無」を目的変数とし、「血

圧/血糖/脂質の各健診結果区分（異常なし/服薬中/特定保健指導対象域/医療機関

受診勧奨域）」（表 1）、「喫煙/運動/食事/飲酒/睡眠の各質問票回答区分（問題なし/

要改善）」（表 2）、「年齢（10 歳階級）」「事業所規模（5 人未満～500 人以上）」を説明

変数として同時投入した。 
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（表 1） 説明変数の定義（健診結果区分） 

異常なし 「服薬あり」・「特定保健指導対象域」・「医療機関受診勧奨域」の 

いずれにも当てはまらない者 

服薬あり 問診で「服薬あり」と回答した者 

特定保健 

指導対象域 

以下に該当し、かつ問診で「服薬なし」と回答した者 

（医療機関受診勧奨域を除く） 

〇血圧： SBP130mmHg以上 or DBP85mmHg以上 

〇血糖値： FBS100mg/dl 以上 or HbA1ｃ5.6％以上 

〇脂質： TG150mg/dl 以上 or HDL40mg/dl 未満 

    or LDL140ｍｇ/dl 以上 

医療機関 

受診勧奨域 

以下に該当し、かつ問診で「服薬なし」と回答した者 

〇血圧： SBP160mmHg以上 or DBP100mmHg以上 

〇血糖値： FBS126mg/dl 以上 or HbA1c6.5％以上 

〇脂質： TG300mg/dl 以上 or HDL35mg/dl 未満 

    or LDL180mg/dl 以上 

 

（表 2） 説明変数の定義（質問票回答区分） 

喫煙習慣 

要改善者 

「現在、たばこを習慣的に吸っている」に「はい」と回答した者 

 

運動習慣 

要改善者 

「1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2日以上 1年以上実施して

いる」「日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1日 1時間以上

実施」 「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」に 2 問以上

「いいえ」と回答した者 

食事習慣 

要改善者 

「人と比較して食べる速度が速い」 

「就寝前の 2時間以内に夕食をとることが週に 3回以上ある」 

「朝昼夜の 3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」 

「朝食を抜くことが週に 3回以上ある」  

に 2問以上「はい（速い・毎日）」と回答した者 

飲酒習慣 

要改善者 

「お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度」 

「飲酒日の 1日当たりの飲酒量」 

に「毎日 2合以上」又は「時々3合以上」と回答した者 

睡眠習慣 

要改善者 

「睡眠で休養が十分とれている」に「いいえ」と回答した者 
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【結果】 

① 「健診未受診者」は、男女とも翌年度の傷病手当金の受給割合が有意に高かった

（図 3）。オッズ比（９５％信頼区間）は男性 1.36（1.30～1.43）、女性１.23（1.16～

1.29）であった。 

また、男性は年齢が高くなるにつれて傷病手当金の受給割合が高くなり、女性は年

齢が高くなるにつれて少なくなる傾向にあることが分かった。事業所規模は大きい方が

男女とも傷病手当金の受給割合が高くなる傾向にあることが分かった。 

 

（図 3） 傷病手当金（全傷病）受給発生のオッズ比 
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②-1 「睡眠で休養が十分とれていない者」は、男女とも翌年度の「精神及び行動の障

害」による傷病手当金の受給割合が有意に高かった（図 4）。オッズ比（９５％信頼区間）

は男性 1.４８（1.23～1.79）、女性１.47（1.18～1.84）であった。 

また、男女とも若い世代の方が「精神及び行動の障害」による傷病手当金の受給割

合が高いことが分かった。事業所規模は大きい方が男女とも傷病手当金の受給割合が

高い傾向であった。 

 

（図 4） 傷病手当金（精神及び行動の障害）受給発生のオッズ比 

 
 

「睡眠で休養が十分とれていない者」は、「精神及び行動の障害」の他、次の疾病分

類の傷病手当金の受給割合が有意に高かった。有意なオッズ比（９５％信頼区間）のみ

を以下に示す。 

「感染症」女性 1.27（1.03～1.57）、男性は有意ではなかった。 

「新生物」男性 1.29（1.06～1.56）、女性は有意ではなかった。 

「筋骨格系の疾患」男性 1.52（1.23～1.88）、女性 1.38（1.06～1.80）。 

「腎尿路生殖器系の疾患」女性 2.17（1.17～4.03）、男性は有意ではなかった。 

「損傷その他の外因の影響」男性 1.28（1.01～1.63）、女性は有意ではなかった。 
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②-2 「血圧リスクあり者」は、男女とも翌年度の「循環器系の疾患」による傷病手当金

の受給割合が有意に高かった（図５）。オッズ比（９５％信頼区間）は、特定保健指導対

象域で、男性 3.21（2.20～4.70）、女性 2.77（1.28～6.02）。医療機関受診勧奨域

で、男性 11.４6（3.87～33.95）、女性１2.45（1.37～113.05）であった。 

男性は年齢が高くなるほど、「循環器系の疾患」による傷病手当金の受給割合が高く

なっていることが顕著であることが分かった。女性の年齢は有意ではなかった。事業所

規模は大きい方が男女とも傷病手当金の受給割合が高い傾向であった。 

また、女性の「喫煙者」は傷病手当金の受給割合が有意に高く、オッズ比 4.66（1.11

～19.60）であった。男性の「喫煙者」はオッズ比 1.77（0.90～3.50）で、有意ではな

かった。 

 

（図５） 傷病手当金（循環器系の疾患）受給発生のオッズ比 

 
 

「喫煙者」は、女性の「循環器系の疾患」の他、次の疾病分類の傷病手当金の受給割

合が有意に高かった。有意なオッズ比（９５％信頼区間）のみ示す。 

「新生物」男性 1.97（1.13～3.43）、女性は有意ではなかった。 
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【考察】 

 健診未受診者は、健診受診者と比較して、翌年度に傷病手当金を受給しやすい傾向

にあることが分かった。このことから、健診を受診することで、早期の生活習慣改善や治

療開始につながり、休職を予防できた可能性が考えられる。 

 また、生活習慣の改善等、傷病によって異なるアプローチが休職の予防に効果的であ

ると考える。そこで、事業所に向けて、医療機関の受診勧奨や、喫煙対策、睡眠習慣改

善等に向けた職場環境の整備を促していきたい。 

また、0～4 人規模の事業所では、傷病手当金受給者が有意に少ない結果が見ら

れ、事業所の規模が大きくなるにつれて多くなる傾向が見られたが、一方で 500 人以

上の事業所では傷病手当金受給者の割合が（0～4 人の事業所よりは多いものの、

100～499 人の事業所よりは）下がる傾向が見られた。これらのことから、事業所の規

模が大きくなるにつれ、社内で病休者を抱える余裕が出てくるのではないか、大規模な

事業所では社内の有給の病休制度が充実しているのではないか。また、0～4 人規模

の小規模事業所では、病休者を抱える余裕がないことや、傷病手当金の制度を知らな

い可能性が考えられる。 

 病休制度が整っていない事業所や労働者にとって、傷病手当金による生活保障の意

義は大きいことから、制度の周知を図っていきたい。 

 今後は健康経営の取組が休職に与える影響の分析等、より効果的に休職を予防する

方法を探していきたい。 

 

【備考】 

 第 11 回 協会けんぽ調査研究フォーラムにてポスター発表。 
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「鹿児島支部加入者の喫煙状況 10 年間のコホート分析」 

 

鹿児島支部  保健グループ 主任 栁田 成裕 

専門職 芦澤 収                             

概要 

【目的】 

本研究は、鹿児島支部加入者の健診結果データを活用し、喫煙行動別に 10 年間

の健診結果数値の推移を比較し、今後の保健事業への活用を目的に実施する。 

 

【方法】 

鹿児島支部加入者の健診結果データ及び健診質問票リストより2013年度から10

年後の 2022 年度まで継続して加入しており、両年度に生活習慣病予防健診等を受

診した者47,787人より、2013年度時点で服薬をしておらずBMIが普通体重で35

歳～49歳の男性を分析対象とした。 

分析対象を両年度の喫煙有無より 4つの群（喫煙継続群、禁煙群、喫煙転換群、非

喫煙群）に分け、そのうち2022年度に服薬のない2つの群（喫煙継続群、非喫煙群）

の数値について独立したサンプルのｔ検定を使用し、両年度時点の数値差及び推移

（変化幅）の差が有意であるか確認を行った。 

 解析は SPSS statistics ver.29 を使用し、有意水準は 5％（ｐ＜0.05）とした。 

 

【結果】 

BMI、収縮期血圧、拡張期血圧、総コレステロール、中性脂肪、HDL、LDL、空腹時

血糖の 8 項目中、5 つの項目（BMI、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、空腹時血

糖）で喫煙継続群の数値の悪化幅が非喫煙群の数値の悪化幅を有意に上回る結果と

なり、1 項目（LDL）について非喫煙群の数値の悪化幅が喫煙継続群の数値の悪化幅

を有意に上回る結果となった。 

特に中性脂肪は、２０１３年度時点で喫煙継続群が非喫煙群に比べ約1.2倍高く、そ

の差が拡大する傾向にあることが明らかとなった。 

 

【考察】 

本研究より、喫煙継続群と非喫煙群の間には健診結果数値に経年的な差が出るこ

とが分かった。両群の年齢構成などは未調整である点に留意が必要ではあるが、喫煙

は特定の健診結果数値において影響を及ぼす可能性が示唆されたと考える。 

今後の事業展開として喫煙の有無が健診結果数値に与える影響をより多くの人に

知ってもらうため保健事業への活用や、健康経営推進にかかる広報資材として活用す

る予定である。 
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本文 

【背景】 

喫煙は、主要な健康リスク要因の一つとされており、心血管疾患、呼吸器疾患、がん

など多くの病気のリスクを増加させることが知られている。 

特定健康診査においては問診票を活用し生活習慣の把握がなされており、保険者

においては問診票で明らかになった生活習慣をもとに特定保健指導を行うなど問診

票の回答結果が活用されている。 

しかしながら、喫煙などの生活習慣が10年という長期に渡り健康診断の結果にどう

影響を及ぼすかについては協会けんぽの調査分析事業のなかでも検証結果が少な

い。 

なお、鹿児島支部の加入者の喫煙状況は、図 1～3の通りである。 

 

 

(図 1) 
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(図 2) 

 
 

 

(図３) 
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【目的】 

 本研究は鹿児島支部加入者の喫煙状況を把握した上で、数万人単位の健診結果デ

ータを活かして、喫煙行動の差が、10 年後の生活習慣病予防健診、事業者健診及び

特定健診（以下「健診」）結果の数値にどのような影響をもたらすのか、2013 年度と

2022 年度のデータを比較・検討し、鹿児島支部の今後の保健事業や健康経営事業

へ活用することを目的に実施する。 

 

【方法】 

2013年度から2022年度まで継続して加入しており、両年度とも生活習慣病予防

健診等を受診した鹿児島支部の加入者を抽出した。 

次に分析の精度を高めるため、2013 年度に服薬なしで BMI が普通体重（18.5～

24.9）の35～49歳の男性を両年度の喫煙有無で4群に分け、2022年度も服薬な

しの「喫煙継続群」と「非喫煙群」を分析対象とした（図 4）。 

 両群間で両年度の健診結果数値と、その変化幅を独立したサンプルのｔ検定で比較

した。解析には SPSS ver29 を使用し有意水準は 5％とした。 

 

（図 4） 
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【結果】 

 

◎BMI 

 2013 年度は非喫煙群が喫煙継続群より有意に高い。2022 年度はその傾向が逆

転。変化幅は喫煙継続群の方が有意に大きかった（図 5）。 

 

（図 5） 

 

 

 

◎収縮期血圧 

2013 年度は非喫煙群が喫煙継続群より有意に高い。2022 年度はその傾向が逆

転。変化幅は喫煙継続群の方が有意に大きかった（図 6）。 

 

（図 6） 
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◎拡張期血圧 

 2013年度は非喫煙群が喫煙継続群より有意に高い。2022年度は有意な差が無く

なった。変化幅は喫煙継続群の方が有意に大きかった（図 7）。 

 

（図 7） 

 

 

 

◎総コレステロール 

 2013 年度は非喫煙群が喫煙継続群より有意に高い。2022年度も同じ傾向。 

両群の変化幅に有意な差は見られなかった（図 8）。 

 

（図 8） 

 

 

 



 

80 

 

◎中性脂肪 

 2013 年度は喫煙継続群が非喫煙群より著しく高い。2022年度も同じ傾向。 

変化幅は喫煙継続群の方が有意に大きく差は拡大（図 9）。 

 

（図 9） 

 

 

 

◎ＨＤＬ（善玉コレステロール） 

 2013 年度は非喫煙群が喫煙継続群より有意に高い。2022年度も同じ傾向。 

変化幅は喫煙継続群の方が有意に大きく差は縮小（図 10）。 

 

（図 10） 
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◎ＬＤＬ（悪玉コレステロール） 

 2013 年度は非喫煙群が喫煙継続群より有意に高い。2022年度も同じ傾向。 

変化幅は非喫煙群の方が有意に大きく差は拡大（図 11）。 

 

（図 11） 

 

 

 

◎空腹時血糖 

 2013年度は非喫煙群が喫煙継続群より有意に高い。2022年度は有意な差が無く

なった。変化幅は喫煙継続群の方が有意に大きかった（図 12）。 

 

（図 12） 
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【考察】 

健診結果数値は加齢に伴って概ね悪化していくが、BMI、収縮期/拡張期血圧、中

性脂肪、空腹時血糖は、 喫煙継続群の悪化幅が非喫煙群より有意に大きく、喫煙が

悪化に影響している可能性が示唆された。 

中性脂肪と HDL は 2013 年度から喫煙継続群の方が悪く、特に中性脂肪は 1.2

倍の差が 2022年度に拡大していた。 

一方、LDL は 2013 年度から非喫煙群の方が悪く、その差が 2022 年度に拡大し

ていた原因は不明である。 

本研究では対象を BMI 普通で服薬なしの男性 35～49 歳に絞ったが、両群の年

齢構成や他の背景は未調整で、2013 年度と 2022 年度のみの比較だったので、今

後は途中の期間や背景要因も考慮した分析を行いたい。 

今回の分析を元にした事業展開としては、喫煙の有無が健診結果数値に与える影

響をより多くの人に知ってもらうため、支部保健師と分析結果を共有し、保健指導や、

健康経営事業での喫煙対策の広報資材としてデータを活用する事を検討している。 

全国の二次医療圏で最も喫煙率の高い熊毛地域の喫煙対策として、地元の医療機

関や事業所に協力を求めることも検討していきたい。 

 

 

（参考資料） 
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【備考】 

第98回 日本産業衛生学会にて口演発表。 

第 11 回 協会けんぽ調査研究フォーラムにて口演発表。 

  



 

85 

 

「生活習慣病の疾病別医療費の地域差に関する研究」 

摂南大学 農学部 食品栄養学科 公衆衛生学教室 教授 小川 俊夫 

 

要旨 

【目的】 

 本研究は、レセプトを用いた生活習慣病患者の推定手法を確立し、生活習慣病医療費の地域

差を明らかにすることを目的に実施する。また地域差に影響を与える要因について分析し、本研

究の成果を医療政策立案や保健事業立案などに活用できるよう取りまとめることも目的である。 

【方法】 

 本年度（３年目）研究は、２つの研究から構成されている。第一に、糖尿病患者を推定したうえ

で、糖尿病医療費の決定要因の観点から、SGLT2 阻害薬、GLP1 受容体作動薬等の処方の地

域差について可視化を試みた。また、糖尿病医療費に対する糖尿病薬処方者割合、SGLT2阻害

薬単剤処方者割合、GLP1 受容体作動薬単剤処方者割合の影響の評価を試みた。第二に、肺が

ん及び大腸がんを分析対象として、がん患者の推定とがん検診の精度管理指標の試算、さらに

がん治療に伴う資格喪失及び死亡の推定を行ったうえで、がん検診ががん医療費や資格喪失の

地域差に与える影響について分析を実施した。 

【結果】 

 糖尿病医療費には地域差が見られ、SGLT2阻害薬及びGLP1受容体作動薬の処方割合につ

いても地域差が見られた。糖尿病の１人当たり入院外医療費は、糖尿病薬処方者に占める

SGLT2 阻害薬のみ処方者の割合と弱い負の相関があったことから、糖尿病薬の処方内容が医

療費に影響を及ぼす可能性が示唆された。肺がん及び大腸がん医療費には地域差が認められ、

またがん検診受診率やがん検診精度管理指標、資格喪失などにも地域差が認められた。肺がん

医療費の地域差には、がん検診の受診率、特異度や要精検率などの影響が一定程度あり、大腸

がん医療費の地域差には、上記に加えて、罹患率、がん患者に占める死亡割合などの影響も認め

られた。肺がん、大腸がんともがん検診受診が資格喪失や死亡を抑制できる可能性が示唆され

たことから、がん検診のより一層の普及が必要であり、精度管理指標の把握によりがん検診の精

度向上を実現することで、協会けんぽ加入者にとって有益となる可能性が示唆された。 

【結論】 

 本研究により、レセプトを用いたがん及び糖尿病の抽出手法を確立し、これらの疾患患者の正

確な抽出が可能となった。これらの疾患の医療費には地域差があり、本研究で着目した要因の一

部について影響があることが示唆された。本研究のうちがん分析の成果は、協会けんぽが提供し

ているがん検診の効果的な運用とわが国のがん検診の精度向上に資する基礎資料となり得るも

のであり、今後協会けんぽの事業として本研究の手法の導入が期待される。 

 

【略歴】 

英国ロンドン大学大学院修了。公衆衛生学修士・医学博士。世界保健機関（WHO）本部職員、奈 

良県立医科大学公衆衛生学講座講師、国際医療福祉大学大学院教授などを歴任し、2020 年４

月より現職。 
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「支部単位保険料率の背景にある医療費の地域差の要因に関する研究」 

東北大学 災害科学国際研究所 災害医療情報学分野 教授 藤井 進 

 

要旨 

【目的】 

 本研究は、全国の各支部で異なる保険料率を均てん化し、医療受診の機会を均等にするととも

に、負担の軽減を目指すものである。その実現に向けて、年齢や所得の調整に加え、地域ごとの

医療・介護資源、疾病傾向、応需状況などを分析し、保険料率に影響を与える要因を KPI （Key 

Performance Indicator）として可視化する。課題の改善にあたっては、支部単位で対応可能

な施策、地域との連携が求められる施策、政策レベルでの対応が必要な施策に分類することで、

実効性を高めることを３年計画で目指す。 

【方法】 

 １年目には全国 47 支部を一人当たりの医療費（年齢調整あり）を指標とし５つの群（A－E：A

が一番高い）に分類した。医療施設数や救急医療体制とは一定の相関が見られた一方で、健診

受診率や配偶者の受診率とはほとんど相関が認められなかった。２年目には新たな構成要素を加

えてKPI候補を算出した。4,833種類の公開データから97種類を抽出し、因子分析・重回帰分

析を用いて、指標と相関のある KPI 候補を選定し、モデリングを実施した。高額医療費（透析）、

救急医療資源、医療施設数、受診率、薬剤費（高額製剤・精神疾患関連）、介護（療養型医療を含

む）、疾病傾向、後期高齢者の医療費の10項目をKPI候補とした。指標の高い群ではKPIのバ

ランスが崩れ、逆に低い群では正 10 角形に近づく傾向が見られた。しかし異なる KPI の影響を

一律に扱うことの妥当性、重み付けの調整、説明力の定量評価といった点について課題が残っ

た。３年目には構造モデルを再考案し、2022 年度データで単相関分析、因子分析、加えて主成

分分析と重回帰分析を用いて再検証を行った。 

【結果】 

 単相関や因子分析からは、これまで同様に医療資源が多い地域ほど一人当たりの医療費が高

くなる傾向が示された。主成分分析と重回帰分析から「KPI-1：医療提供体制の規模と利用状況

の最適化（正の相関）」「KPI-2：外来医療や後発医薬品利用の最適化（負の相関）」「KPI-3：一

入院当たりの医療費と調剤費の最適化（負の相関）」を最終的な KPI とし、各 KPI は高いほど医

療費が低くなる方向に揃えた。モデリング結果を図１に示す。 

 一人当たりの医療費と強く相関するのはKPI-1であるが、KPI-2 と 3に着目すると、弱い相関

ながらも関係する数値が高くなるほど、一人当たりの医療費が低下する傾向が示唆された。注視

すべきはKPI-3 の分析結果から、入院医療費の単価が低いと一人当たりの医療費が高くなる傾

向である。急性期医療では在院日数が短いほど入院単価が高くなる。まずは在院日数の短縮を

具体的な行動目標とするのが適切であると考えられる。 

 その結果、利益率が向上すれば症例数を幾らか減らしても利益の確保が可能となる。病床数の

削減と病院経営の改善を同時に達成し、結果として入院医療の外来医療への転換が進むことで

入院の診療単価も上昇することが期待される。最終的には病床ダウンサイジングによる KPI-1 の

改善につながる。 
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図１ モデリングの結果 

 

【結論】 

 KPI-1 から 3 は相互に連動しており、それぞれの改善が最終的に各地域の保険料率の均てん

化につながる。医療資源の最適配置や外来医療や入院単価の適正化を通じて、持続可能な医療

制度の構築が可能となるだろう。 

 ただし KPI-1 については各支部が直接的な努力によって改善することが難しい側面がある。し

かし一人当たりの医療費と強く相関しており、KPI-1が低い支部については特に注意が必要であ

る。厚生労働省が進める病床最適化の方針に対する理解を深めるため、支部ごとに適切な支援

を提供することが求められる。 

Ａ群 Ｂ群 

Ｃ群 

Ｅ群 

Ｄ群 
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【略歴】 

国立大学法人 東北大学 災害科学国際研究所 災害医療情報学分野 教授. 

東北大学病院 医療データ利活用センター長（兼務）、MITC 副部長（兼務）. 

博士（医学）、専門分野：医療情報学,災害医療情報学,医療経済学,病院経営学. 
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「機械学習を用いた生活習慣病の治療行動予測モデルの構築」 

岩手医科大学 衛生学公衆衛生学講座 教授 丹野 高三 

 

要旨 

【目的】 

 機械学習の手法を用いて、糖尿病及び高血圧治療中断者の予測モデル（課題 1）及び治療コン

トロール不良者の予測モデル（課題２）を構築すること。 

 

【方法】 

［課題１］：全国を対象に 2015 年度のレセプトデータを用いて抽出した糖尿病治療者及び高血圧

治療者のうち、2016 ～ 20 年度に受診間隔が３か月以上の者を糖尿病治療中断者及び高血

圧治療中断者と定義した。説明変数はレセプトデータから、治療薬の処方の有無、処方量／年

度、薬処方種類数等とした。 

［課題２］：全国を対象に 2015 年度の健診データを用いて抽出した糖尿病治療者と高血圧治療

者のうち、2016 ～ 20年度の健診データを用いて糖尿病治療コントロール不良（空腹時血糖値

≧130 mg/dL、随時血糖値≧180 mg/dL、HbA1c 値≧7.0%）、高血圧治療コントロール不

良（収縮期血圧値≧140 mmHg、拡張期血圧値≧90 mmHg）を定義した。説明変数は健診デ

ータとした。 

［解析手法］：Classification and Regression Trees モデル（CART モデル）を用いて説明

変数の重要度を決定し、重要度の高い変数を説明変数としてロジスティック回帰モデルを作成し

た。ロジスティック回帰モデル及び CART モデルによって構築したモデルの感度、特異度、Area 

Under Curve（95% confidenceinterval）［AUC（ 95% CI）］を計算した。 

 

【結果】 

［課題１］：糖尿病治療中断予測の感度、特異度、AUC（95% CI）は、ロジスティック回帰モデル

では 0.683、0.683、0.739（0.737, 0.741）、CART モデルでは 0.636、0.723、0.725

（0.723, 0.727）であった。高血圧治療中断予測の感度、特異度、AUC（95% CI）は、ロジス

ティック回帰モデルでは 0.709、0.713、0.767（0.766,0.768）、CART モデルでは 0.699、

0.733、0.777（0.776, 0.778）であった。 

［課題２］：糖尿病治療コントロール不良予測の感度、特異度、AUC（95% CI）は、ロジスティック

回帰モデルでは0.798、0.853、0900（0.898, 0.903）、CARTモデルでは0.846、0.756、

0.816（0.811, 0.821）であった。また高血圧治療コントロール不良モデルの感度、特異度、

AUC（95% CI）は、ロジスティック回帰モデルでは 0.723、0.792、0.840（0.839, 0.842）、

CART モデルでは 0.779、0.713、0.791（0.789,0.793）であった。 

 

【結論】 

 レセプトデータと健診データを用いることで治療中断及び治療コントロール不良を一定程度判

別できることが示唆された。 
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【略歴】 

専門は疫学・公衆衛生学。博士（医学）。1995 年筑波大学医学専門学群卒業。1999 年同大学

院医学研究科修了。2005年より岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座に勤務。 

2022 年より現職。 
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「予防医療が本人と家族に及ぼす効果に関する研究」 

東京大学大学院 経済学研究科 教授 飯塚 敏晃 

 

要旨 

【目的】 

 本研究では、予防医療が本人と家族に及ぼす効果について研究する。膨張する医療費の削減

策として予防医療、特に重症化予防の重要性が叫ばれて久しい。しかし、データ及び分析手法の

制約により、その効果に関する信頼性の高い研究は少ない。また、健康診断等で得られる健康の

シグナルは、本人だけでなく家族の健診受診や生活習慣、健康状態にも影響する可能性（ピア効

果）があるが、その効果は良く知られていない。 

 これらより、本研究では、協会けんぽの膨大なデータと最新の経済学的分析手法を用いて、重

症化予防の受診勧奨が、①本人の医療サービス利用、②生活習慣（飲酒、喫煙等）、③健康に及

ぼす影響、に加えて、④家族の健診受診率に及ぼす影響、を分析する。 

 

【方法】 

 本研究では、協会けんぽ加入者約 4,000 万人の膨大なデータの活用が可能なため、通常は困

難な重症度の高い人々に対する受診勧奨の効果を精度高く推計できるという特徴がある。分析

ではRegression Discontinuity Design（RDD;不連続回帰デザイン）の因果推論の手法を

用い、受診勧奨の効果を厳密に分析する。例えば、空腹時血糖が基準値（126mg/dl）を「ギリギ

リ上回った人」と、「ギリギリ下回った人」では、受診勧奨の対象となる確率が大きく異なるが、健康

状態に関しては基準値前後で連続的に変化すると考えられる。そこで、基準値前後の人々の受診

行動や健康のアウトカム等を比較することで、受診勧奨の影響のみを分離して推定することがで

きる。分析対象は、生活習慣病予防健診受診者で、健診時に血圧及び血糖値用薬を用いていな

い者とし、６年間のデータをプールして分析した。 

（なお、慢性腎臓病（CKD）の重症化予防に向けた受診勧奨効果の分析については、前回（第 10

回フォーラム）にて報告した通りである。） 

 

【結果】 

 まず、糖尿病の一次勧奨基準値（FBS=126mg/dl）を若干上回る（高いほうが症状が重い）こ

とで、受診勧奨により、健診後一年間における糖尿病関連の医療サービス利用に変化がみられる

かを分析した。その結果、受診勧奨により、健診後一年間における糖尿病関連の医療サービス利

用の有意な増加がみられた（①）。また、翌年の健診時の血糖値や総コレステロール値、運動等の

生活習慣にも改善が見られた（②）。ただし、これらの変化の絶対値は小さかった。 

 中長期的には、健診後２年目までは糖尿病関連の医療サービス利用がわずかに増加したが、３

年目にはその傾向はなくなった。健康についても同様で、２年目までは総コレステロール等に若干

の改善が見られたが、１年目よりは非常に小さく、３年目にはほぼ効果がなくなった。よって受診勧

奨の効果は、短期的な可能性が示唆された。 

 また、個人の属性による受診勧奨への反応や医師の診療の効果の違いを分析するため、健康
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状態や生活習慣の違いに着目し、詳細な分析を行った。属性に関する変数の数が多いため、機械

学習を用いて異質処置効果（Heterogeneous Treatment Effect, HTE）を推定した。その

結果、受診勧奨によって、健康な人ほど医療利用を増やすが、大きな健康改善が見られるのは健

康状態が悪い人であり、勧奨の効果にミスマッチがあることが示唆された（③）。 

 また、健康診断等で得られる健康に関する情報は、本人だけでなく家族の健診受診行動にも影

響を与える可能性がある（ピア効果）。本研究では、本人が糖尿病の受診勧奨を受けたことが、配

偶者の１年以内の健診受診確率に与える影響に着目した。その結果、本人が糖尿病の受診勧奨

（FBS≧126 mg/dL）を受けても配偶者の健診受診率に有意な影響は見られなかった（④）。 

 

【結論】 

 分析から、慢性疾患の重症化予防を目的とした受診勧奨（ナッジ）は、患者の医療機関への訪問

を促し、健康の改善につながることが分かった。一方で、受診勧奨によって、健康な人ほど医療利

用を増やすが、大きな健康改善が見られるのは健康状態が悪い人であることが示唆された。よっ

て、より健康改善が期待できる対象に重点的に勧奨を行うことが重要と考えられる。 

 

【略歴】 

東京大学大学院経済学研究科教授。専門は、医療経済学、産業組織論の実証研究。特に、医療・

介護における情報やインセンティブが、患者・医師・企業の行動に及ぼす影響の分析を中心に研

究を行っている。Journal of Health Economics の編集委員（Associate Editor）を務め

る。東京大学工学部卒。同大学院修士を経て、コロンビア大学修了。カリフォルニア大学ロサンゼ

ルス校にて経済学博士。 
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「メンタル疾患・生活習慣病の発症リスク削減、医療費適正化に向けた機械学習予測モデル

の構築と因果推論」 

京都大学大学院 医学研究科 教授 井上 浩輔 

 

要旨 

本委託研究では、生活習慣病とメンタル疾患の関わりを紐解くため、社会・環境因子、既往歴、

薬剤・検査結果の観点から、以下の 13 の研究を実施した。研究成果は JAMA Internal 

Medicine をはじめとする国際誌に６本掲載し、国内外で広く取り上げていただくことができた。

その他７本が現在国際誌で査読中である。 

 まず社会・環境因子として私たちが着目したテーマは、配偶者の生活習慣病が本人のメンタル

ヘルスに与える影響である。心血管疾患（CVD）とうつ病の関連は広く知られていたが、その関連

が家族に派生するかについては分かっていなかった。私たちが行った研究により、配偶者のCVD

発症がパートナーのうつ病のリスク上昇をもたらすことが世界で初めて明らかとなった。さらに因

果フォレストという最先端の機械学習アルゴリズムを適用することで、配偶者が CVD 発症したの

ちにメンタルヘルスの影響を受けやすい（脆弱性の高い）集団は、女性で基礎疾患が少ないもの

の不健康な習慣を有しているという特徴が明らかとなった。さらに集団全体では配偶者の CVD

発症による医療費の上昇は認めなかったものの、最も脆弱性の高い集団では医療費の上昇を認

めた。本テーマを拡張させる形で、配偶者のCVD発症後のパートナーの認知症リスク、配偶者の

糖尿病発症後のパートナーの認知症リスク、子供の先天性心疾患罹患後の親のうつ病発症リス

クについても検討を行った。 

 次に既往歴の観点から、糖尿病診断によって生じるスティグマの影響を考慮すべく、糖尿病診

断後の自殺リスク上昇の程度を定量化した。本テーマについても、地域の社会経済状況による異

質性評価、個人・社会レベルでの社会経済状況と糖尿病有病率および自殺の関連についての検

討へと拡張した。透析とメンタルヘルスの関連についても検討しており、透析導入患者において、

うつ病診断や睡眠・抗不安薬の処方は透析導入直後に顕著なリスク上昇を認めた。 

 薬剤・検査結果の観点としては、糖尿病治療薬として代表的な薬剤の一つである SGLT2 阻害

薬が有する心血管疾患予防効果についてTarget Trial Emulationという因果推論のフレーム

ワークを用いて検討し、肥満の程度によって効果が異なることを世界で初めて明らかにした。さら

に、機械学習アルゴリズムを応用することで効果の異質性を深掘りし、CVD リスクスコアが低い

集団においても一定数の患者が SGLT2 阻害薬の恩恵を受けることが明らかとなった。また、

CVD リスクスコアについては近年世界的に見直しが行われており、2024 年に米国心臓協会か

ら発表された PREVENT という最新のリスクスコアの日本人集団における妥当性について検討

したところ、心不全入院では過大評価されることが明らかとなり、今後の日本人におけるリスクス

コアの適応への重要な示唆を得ることができた。検査結果の観点では、日本の特異的な健康保

険の仕組みを活用することで、一般集団において心電図異常が長期予後と関連していることを明

らかにした。 

 以上のプロジェクトを通して、社会・環境因子、既往歴、薬剤・検査結果を含む多角的な視点か

ら、生活習慣病のリスクおよびそのうつ病との関わりが明らかとなった。当日は、これらの研究結
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果が被保険者の健康増進に向けたエビデンスとしてどのように活用できるのかを報告し、今後の

議論につなげていきたい。 

 

【略歴】 

2013 年       東京大学医学部医学科卒。 

2013－2015 年  国立国際医療研究センター 初期研修医。 

2015－2017 年  横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター 。 

2017－2021 年  UCLA公衆衛生大学院 博士課程（疫学）。 

2021 年         京都大学大学院医学研究科 社会疫学分野 助教。 

2023年         同分野・京都大学 白眉センター 特定准教授。2023年にMITテクノロジー

レビューが選出した「未来を創る 35歳未満のイノベーター」の１人。 
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「協会けんぽにおける今後の保健事業等の基盤整備を目指した調査分析」 

東京大学 未来ビジョン研究センター 特任教授 井出 博生 

 

要旨 

【目的】 

 われわれの目的は、協会けんぽの活動、加入事業所や加入者の特性、保健事業の実施上の課

題などを踏まえた調査研究を実施することである。具体的には、特定保健指導について①効果的

な特定保健指導内容の分析、②特定保健指導のリピーター対策に関する分析を行う。また、③コ

ロナ前後における医療機関受診・医療費の変化に関する分析、④生活習慣病と離職の関連の分

析を行う。 

【方法】 

 2023 年度（１年目）の基礎的検討を受け、2024 年度（２年目）には各検討課題（上記①～④）

で実際の分析等を行なった。 

【結果】 

 「①効果的な特定保健指導内容の分析」では、特定保健指導で対象者の健診結果や生活習慣

改善意欲に応じた高い目標値を設定することは、検査値の改善に寄与する可能性が示唆され

た。 

 「②特定保健指導のリピーター対策に関する分析」では、特定保健指導実施者における積極的

支援からの改善に、生活習慣改善意欲等が関連することを確認した。また継続実施者より前年度

に指導を受けていない者の方が指導後の改善度合いが高く、継続実施者の中では前年度から支

援レベルが上がった者等の方が指導による改善効果が高い可能性が示唆された。 

 「③コロナ前後における医療機関受診・医療費の変化に関する分析」では、１年目に行なった受

療率に関する検討に続き、医療費に関する検討を行った。日本全国の non-COVID-19（コロナ

以外の）傷病の場合、外来では１回目の緊急事態宣言（SOE）期間にあたる 2020 年４・５月に受

療率減少が顕著で有意であったが、入院ではこの期間に加えて、２回目の SOE 期間である

2021 年１・２月における減少も有意に大きかった。医療費においては、例えば新生物の場合、１回

目の SOE 下では平均医療費の減少を認めたが、２回目の SOE 以降、外来診療では男女とも

に、入院診療では男性において平均医療費の増加がみられた。 

 「④生活習慣病と離職の関連の分析」からは、性別や年齢だけではなく、離職に対する被扶養者

数、標準報酬月額、決定点数等の効果が存在し、業態の違いも大きいことが示された。生活習慣

病のうち糖尿病は離職リスクを高く、逆に脂質異常症は離職リスクを低くしており、業態をはじめ

とした属性を考慮した上での要因の整理が必要だと考えられる。 

【結論】 

 本年度は各検討課題での具体的な検討を進めた。「③コロナ前後における医療機関受診・医療

費の変化に関する分析」は所期の検討を終えた。その他の分析については、本年度の成果や課題

を踏まえて最終年度の検討を進める。 
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【略歴】 

慶應義塾大学大学院修了後、東京大学医学部附属病院、千葉大学病院を経て現職。東京大学よ

り博士（医学）。専門分野は医療政策、健康政策。東京大学未来ビジョン研究センター、順天堂大

学健康データサイエンス研究科に所属。 
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「就労女性の性に関連する健康と労働生産性の実証研究」 

秋田大学大学院 医学系研究科 衛生学・公衆衛生学講座 教授 野村 恭子 

 

要旨 

【目的】 

 本研究は次の①～③を明らかにすることを目的として３年計画で行う。 

①女性特有の疾患の受療率推定および併存する疾患について 

②月経困難症・月経前症候群・更年期障害が労働生産性に与える影響について 

③乳がんと子宮がんの診断を受けた女性の離職率について 

（尚、当初計画していた「④特定健診で測定されたヘモグロビン値による女性特有疾患の予測に

ついて」はデータ不足の懸念から断念した。） 

 研究２年目は、研究１年目で定義した女性特有の疾患（月経困難症・月経前症候群（PMS）・更

年期障害・生殖器がん）について、受療率の年次推移、更年期障害のホルモン療法の治療薬なら

びに併存疾患の年次推移、労働生産性の指標の１つとして離職率を算出し、そのリスク因子につ

いて検討した。 

 

【方法】 

 本研究は 2015 年４月１日～ 2023 年３月 31 日までに協会けんぽのレセプトデータベースに

記録のある被扶養者を除く65歳未満の就労女性26,732,626人のデータを用いた。診断アル

ゴリズムは、疑い病名を除いた ICD10分類疾病名コードおよび婦人科医の助言を得て研究班で

作成した。また離職率に関しては、２年間のルックバック期間を設定し、新規に発症した乳がん、子

宮頸がん、子宮体癌、卵巣がんを同定し、出生年、エントリー（加入）月、基準日時点の年齢で患

者と非患者を１：10 の比率でマッチングした。 プライマリ（主要）アウトカムは２年間の追跡期間中

の退職とし、セカンダリ（副次的）アウトカムを退職と死亡の複合アウトカムとした。Cox 比例ハザ

ードモデルを適用し、多重代入および共変量調整を行った。また、事前に規定したサブグループ解

析も実施した。 

 

【結果】 

 2022 年度のデータによると、10 万人あたりの受療率は概ね増加傾向で、更年期障害が

9,532 件、月経困難症が 8,855 件、PMS が 497 件であった。これにより、更年期障害および

月経困難症が「volume zone」であることが確認された。更年期障害の併存疾患の割合は概ね

横ばいから微増で、2022 年度で 59％であり、併存疾患として一番多いものは睡眠障害、高血

圧頭痛、不安障害、うつと続いた。ホルモン補充療法（HRT）は更年期症状の緩和に有効である

ものの、処方率は概ね横ばいで約 30%にとどまっていた一方で、漢方製剤の処方率は概ね横ば

いだが 45％に達していた。また、2017 年４月から 2023 年３月の間に、新たに乳がん（n = 

59,452）、 子宮頸がん（n = 14,713）、子宮体がん（n = 16,933）、または卵巣がん（n = 

8,866）の新規患者を同定した。ケース（患者）とコントロール（非患者）の退職率および調整ハザ

ード比［95%信頼区間］は、乳がんで 18.2％ vs. 16.5％、1.179［1.155－1.203］、子宮頸が
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んで 22.4％ vs. 18.7％、1.308［1.260－1.358］、子宮体癌で 18.7% vs. 16.4%、1.238

［1.191－1.287］、卵巣がんで 22.6% vs. 17.9%、1.442［1.374－1.514］であった。また、が

んの種類に関係なく、がん診断と複合転帰（退職と死亡）との間にもより強い関連性が見られた。

サブグループ解析では、退職リスクは特に高齢女性や低所得者、長期就業者、うつ病歴のある女

性で高くなった。 

 

【結論】 

 今後はテーマ②の傷病手当金の分析を進める他、テーマ③の拡大として、男性と比べて高いの

か、大腸がんを例に分析を進める。 

 

【略歴】 

1993 年   帝京大学医学部医学科卒業 

2002 年   ハーバード大学公衆衛生大学院修士課程修了 

         公衆衛生学修士号（MPH）取得 

2003 年   帝京大学医学部博士課程修了（医学博士取得） 

2017 年８月 秋田大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座教授 
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「患者･供給者の行動変容と保険者機能強化による医療サービスの効率化」 

上智大学 経済学部 経済学科 教授 中村 さやか 

 

要旨 

【目的】 

 本研究は、医療における非効率性の解消に向けて、問題を需要側、すなわち患者の行動と、供

給側、すなわち医療供給者の行動の両面から分析し、保険者機能強化に向けた提案や政策提言

を行うことを目的としている。今年度（２年目）は特に以下の目的で分析を行った。①転居者を利

用して医療費の地域差を患者特性の違いによる差と供給側の違いによる差に要因分解する。②

糖尿病の進行と医療機関への近さ/遠さを表すへき地度の関連を明らかにする。③慢性腎臓病の

進行とへき地度および地域の貧困度を表す地域剥奪指標との関連を明らかにする。 

 

【方法】 

 ①固定効果モデルを用いてイベントスタディー分析と医療費の地域差の要因分解分析を行っ

た。新たに利用可能となった 2023 年度のデータを追加し、地域の単位として都道府県と二次医

療圏の両方を用いた。②Cox 比例ハザードモデルを用いてへき地度と糖尿病患者の死亡や脳卒

中・心不全・心筋梗塞による入院の関連を分析した。③へき地度および地域の貧困度を表す地域

剥奪指標と急速な慢性腎臓病進行との関連をロジスティック回帰分析で、腎代替療法開始との

関連をCox比例ハザードモデルでそれぞれ分析した。 

 

【結果】 

 ①暫定的な結果では、総医療費や、費目別では医科入院医療費や医科外来医療費の地域差の

大部分が需要側要因の地域差によって説明される。しかし歯科医療費については都道府県間の

地域差や二次医療圏間の地域差の約半分が地域固有の要因によって説明される。また調剤費に

ついては、都道府県間の地域差の半分近くが地域固有の要因によって説明される一方で、二次

医療圏単位の分析では地域固有の要因によって説明される割合は小さい。②へき地度が高い地

域ほど糖尿病患者の心血管症発症リスクが低い。③へき地度や剝奪度と腎機能低下の関連はは

っきりしない。 

 

【結論】 

 ①性・年齢調整済一人当たり医療費の地域差は、医科医療費は（入院も外来も）主に患者特性

の違いで説明されるが、歯科医療費では二次医療圏レベル以下の地理的範囲での大きな地域特

有の効果が、調剤費では都道府県単位で決定される供給側の要因の重要性が示唆される。②医

療アクセスが悪い地域ほど糖尿病患者の心血管症発症リスクが低いのは予想と逆であるが、重

症化した患者が高度専門医療を求めてへき地度のより低い地域に転居している可能性や、地方

ではプライマリケアへのアクセスが容易で重症化の発見・早期治療に優れている可能性が考えら

れる。③慢性腎臓病の発症・進行予防には居住地域よりも個人の社会経済状況の方が重要と考

えられる。 
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【略歴】 

ノースウェスタン大学にて Ph.D. （Economics）取得後、ライス大学ベイカー研究所研究員、横

浜市立大学国際総合科学部准教授、名古屋大学経済学研究科准教授を経て 2022 年より現

職。 
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「保健事業の健康アウトカムを改善するための行動インサイト：因果探索の応用」 

京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 特定教授 

広島大学大学院 医系科学研究科 疫学疾病制御学 教授 福間 真悟 

 

要旨 

【目的】 

 医療や保健と健康をつなぐのが、医療者・患者・一般集団の行動である。どんなに効果的な医療

介入や保健事業サービスが存在しても、対象者の適切な利用行動がなければ効果は期待できな

い。本研究では、協会けんぽデータの分析から、医療者、患者、一般集団の行動課題および、行

動の決定要因を明らかにするとともに、行動に着目した医療や保健の評価を行うことを目的とす

る。 

 

【方法】 

 協会けんぽデータベースを利用したコホート研究を実施し、以下の３項目について分析を行っ

た。 

① 非構造化レセプトデータの分析アプローチの開発： 

 レセプトデータの診断病名、治療内容（処置、薬剤）の月次データを機械学習の一種である

Transformer Encoder を用いて変換し、その後 Cross Attention を用いて診断と治療の

相互関係を反映した特徴ベクトルを作成した。これと健康診断の検査値データを統合し、主要な

心血管イベントを予測した。 

② 医療者・患者・一般集団の行動課題の分析： 

 医療の質（医療者の治療選択）、社会的活動（就労継続）、健診利用行動、受療行動、生活習慣

に着目して、行動課題の記述および健康アウトカムとの関連を分析した。 

③ 行動変容介入後のメカニズム分析： 

 統計的因果探索では、因果メカニズムが未知の部分に対してデータに基づき因果グラフを構築

し、事前情報をうまく組み合わせてメカニズムを解釈可能である。今回は、特定保健指導後の介

入効果を因果探索で検討した。 

 

【結果】 

① 非構造化データの分析： 

 Cross Attention に基づくモデルは、ROC-AUC スコアが 0.772 と、比較対照とした従来

の心血管疾患予測モデル、LGBM、Self Attention に基づくモデルなどよりも高い精度を示し

た。 

② 行動課題の分析： 

 患者・一般集団における受療行動の課題、医療者におけるエビデンス・プラクティス・ギャップ

（科学的根拠と実際の医療との不一致）が明らかになった。健診で発見される健康リスク（高血

圧、高血糖、脂質異常、慢性腎臓病、心房細動等）とアウトカムの関連が明らかになり、行動変容

介入のターゲットの候補が示された。 
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③ 行動変容介入後のメカニズム： 

 介入の下流に位置する変数間の因果経路が明らかとなった。推定された因果グラフに基づいて

関心のある変数（健診項目など）に注目し、介入効果のシミュレーションが可能となった。 

 

【結論】 

 医療・保健と健康をつなぐ行動の課題が明らかになった。得られた行動インサイトに基づき、保

健事業設計における効果的な介入方法の選択や評価指標の設定に貢献することが期待される。 

 

【略歴】 

医師、医学博士。2024 年より広島大学疫学・疾病制御学教授、京都大学人間健康科学系専攻

特定教授。疫学と行動科学、臨床医学、数理科学を融合し、行動と健康をつなぐエビデンスの創

出と社会実装を目指す。 
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「協会けんぽ加入者の高額医療費集団に特徴的な疾患群に対する 

効率的医療費適正化を目指した多元統括的研究」 

慶應義塾大学 医学部 予防医療センター 特任教授 伊藤 裕 

 

要旨 

【研究概要】 

 協会けんぽ加入者の医療費適正化を効率的に進めるためには、各年代・性別において特徴的

な疾患群に加えて、業態や地域などの多元的な視点から高額医療費となる要因を統括的に捉え

ていく必要がある。 

 本研究では、効率的な医療費適正化に資するエビデンスを得るために、協会けんぽ加入者に特

徴的な疾患群の検証や、高額医療費集団に特徴的な疾患群（メタボリックシンドローム、腎臓病、

女性特有の疾患、メンタル疾患、フレイル）に着目した解析を進めている。 

 

1. 協会けんぽ加入者に特徴的な疾患群の検証 

 疾病構造を視覚的に把握可能な共起ネットワーク分析という手法を用いて、各年代・性別・BMI

別に特徴的な疾患群を横断的に検証した。 

 男性 18-29 歳の集団では歯科疾患、アレルギー疾患、メンタル疾患、皮膚疾患が特徴的であ

り、40代で高血圧症、脂質異常症、糖尿病などのメタボリックシンドロームに関わる３疾病が出現

した。また 50 代ではメタボリックシンドロームと逆流性食道炎のような消化管疾患のつながりが

認められ、60 代以降では代謝・循環器疾患、消化管疾患、運動器疾患の密接な関係性が認めら

れた。女性の若年層では男性でも認められた疾患群に加え、女性特有の疾患（月経障害、子宮内

膜症、卵巣機能障害等）が特徴的であった。女性でメタボリックシンドロームに関わる３疾病が出

現するのは50代以降であり、60代以降になると男性同様に代謝・循環器疾患、消化管疾患、運

動器疾患の密接な関係性が認められた。BMI 別に確認すると、肥満度が高いほど代謝・循環器

疾患が多くなり、それらの疾患と逆流性食道炎がつながる傾向にあった。一方で、女性では BMI

が 25kg/㎡未満の集団では歯周疾患を中心とした疾病構造が確認された。 

 

2. 各種疾患群の地域差分析に関する進捗状況 

・ 地理情報システム（GIS）を用いて、各種疾患群の地理的（被保険者の住所地）分布を二次医

療圏ごとに検証している。 

・ 高血圧症、脂質異常症、糖尿病該当者数はいずれも北海道や東北地域で多く、糖尿病該当者

については九州地域でも多い傾向を示した。 

・ ２型糖尿病性腎症に着目し、腎アウトカム（２年間で eGFRが 30%以上低下）の新規発生率と

専門医の地理的分布の関係性を検討中であり、糖尿病専門医や腎臓病専門医の多い地域で

は、腎アウトカムの新規発生率が少ない傾向が示されている。 

・ 女性の健康課題として注目されている更年期障害と PMS（月経前症候群）については、人口

10 万人あたりの患者数は最も多い地域と少ない地域で 4,000 人ほど（約４倍）の差があり、

診療の地域差が認められた。 
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【結語】 

 初年度は共起ネットワーク分析を用いることで、協会けんぽ加入者における疾患群の特徴を各

年代・性別に詳細に把握することが出来た。また GIS を用い、生活習慣病該当者の地理的分布

や、女性特有の疾患における診療の地域差を評価することが出来た。 

 今後は縦断解析を行い、業態や地域などの要因が各種疾患の重症化にもたらす影響を検証し

ていく予定である。 

 

【略歴】 

1983 年   京都大学医学部卒業 

1989 年   京都大学大学院医学研究科博士課程修了  

1989 年   米国ハーバード大学、スタンフォード大学博士研究員 

2002 年   京都大学大学院医学研究科臨床病態医科学講座 助教授 

2006 年   慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 教授 

2023 年   慶應義塾大学予防医療センター 特任教授・慶應義塾大学名誉教授 

日本内分泌学会代表理事、日本高血圧学会理事長歴任 
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「高血圧治療開始前から治療期までの血圧コントロール不良要因とその地域差の解明」 

東北医科薬科大学 医学部 衛生学・公衆衛生学教室 教授 目時 弘仁 

 

要旨 

【目的】 

 高血圧治療開始前後の患者特性や薬物治療内容の推移と、その地域差を解明し、地域特性を

考慮した効率的な高血圧予防・治療アプローチ方法を提言すること。 

 

【方法】 

 2015 年度から 2023年度に実施された事業者健診および生活習慣病予防健診のデータを使

用し、はじめて降圧薬治療を開始された者 1,318,437名を対象とした。健診時の「血圧を下げる

薬の使用の有無」に「あり」と回答した最初の健診を「治療後健診」、その直前の「なし」と回答され

た健診を「治療前健診」と定義し、治療前後の血圧値と患者特性を分析した。また、都道府県別の

治療前後の血圧値、血圧コントロール（治療後 SBP/DBP＜130/＜80mmHg）割合を比較し、

その地域差と脳血管障害死亡率との関連を生態学的に検討した。さらに、医師偏在指標や病院

薬剤師偏在指標などの医療関連指標と血圧コントロール割合の関連を重回帰分析にて検討し

た。 

 

【結果】 

 治療開始者の治療前健診時の平均年齢は 55.2 歳、男性割合は 71.1%、平均 BMI は 25.2 

kg/m²であった。収縮期/拡張期血圧（SBP/DBP）の平均値は治療前健診で 148.3/92.4 

mmHg、治療後健診で 134.1/83.1 mmHg であり、高血圧治療ガイドラインにおける合併症の

無い75歳未満の降圧目標（SBP/DBP<130/<80mmHg）達成割合は26.7%にとどまった。

治療前健診時SBPは都道府県間で最大5.28 mmHgの差が認められた。治療後健診時SBP

も同様に地域差が認められ、性、年齢、および治療前 SBP 等を含む共変量を調整後も、治療後

SBP は都道府県間で最大 3.28 mmHg の差が残存した。血圧コントロール割合にも最大

10.14%の地域差が認められ、共変量調整後もこの差は残存した。都道府県別の治療後

SBP/DBP<130/<80 mmHg へのコントロール割合（調整後）は 2022年度の脳血管障害死

亡率と相関しており、コントロール割合の 10%上昇で、脳血管障害死亡例数が人口 10万人あた

りで男性では 24 例、女性では 27 例減少すると推定された。医療関連指標との検討では、医師

偏在指標や病院薬剤師偏在指標が血圧コントロール割合と有意に関連した。 

 

【結論】 

 高血圧治療開始前後の血圧値およびコントロール状況には明確な地域差が存在した。血圧コン

トロール割合と脳血管障害死亡率の関連が示され、地域ごとの適切な血圧管理の重要性が示唆

された。医師や薬剤師の地域偏在が血圧コントロール不良の要因の一つである可能性があり、今

後、医療資源の地域偏在が血圧管理に与える影響とその解決策について、さらなる検討が求めら

れる。 
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【略歴】 

2001 年          東北大学医学部卒業後、2007年東北大学大学院修了 

2007 年－2010 年   日本学術振興会特別研究員PD 

2010 年－2012 年   東北大学助教 

2012 年－2016 年   東北大学講師を経て、2016 年 4月より東北医科薬科大学医学部教授 
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利用者の皆様へ 

 

この調査研究報告書の内容に関しては 

下記にお問い合わせください。 

 

全国健康保険協会 

企画部 調査分析･研究グループ 

電話：03-6680-8476 
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